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序 文 

 

 今治市は、愛媛県の北東部、瀬戸内海のほぼ中央部にあり、世界有数の多島美を誇るその自然

景観は、多くの人々を魅了しています。周辺海域は、古来より瀬戸内海の交通の要衝として知ら

れており、かつて戦国時代には、村上海賊が活躍していました。 

今治市宮窪町は、能島村上氏が本拠を置いたことで有名であり、町内には今でも海賊衆の遺跡

が残っています。その代表的な本拠とされる能島城跡は、能島村上氏が拠点として瀬戸内海の覇

権を狙った海城でした。島には現在でも郭跡や岩礁ピットなどの特徴的な遺構がよく残り、戦国

覇者を目指した村上氏の夢の跡を辿ることができます。 

能島城跡は、昭和13年に実施された鵜久森経峰氏の調査により、昭和28年に国史跡に指定され

ました。また、平成28年には、日本遺産「‟日本最大の海賊”の本拠地：芸予諸島－よみがえる村

上海賊‟Murakami KAIZOKU”の記憶－」を代表する構成文化財に認定され、さらに平成29年には、

日本城郭協会の「続日本100名城」にも選定されるなど、現在今治市のシンボルとして全国的にも

注目を集めています。 

 今治市では、平成13年度より能島城跡の保存整備と利活用を目的とした「史跡能島城跡保存整

備事業」を進めており、継続的な発掘調査や整備等を進めてまいりました。平成31年度には、こ

れまでの発掘調査結果や近年進展した村上海賊関連の研究成果を踏まえた『史跡能島城跡 平成

15～27年度整備に伴う調査総括報告書』を刊行しました。 

 しかし、近年、平成30年７月に襲った西日本豪雨や頻発する大型台風等によって、表土や斜面

の流出が発生したり、波浪等による島周囲の岩礁の浸食が進んでいます。また、発掘調査により、

島に植樹されたソメイヨシノによる遺構等への影響も確認されました。 

 こうした状況を踏まえ、今治市教育委員会では、能島城跡を我が国の「たから」として適切に

保存・活用していくための指針となる『史跡能島城跡保存活用計画』を策定いたしました。今後、

本計画に基づき、本史跡が持つ本質的価値を多くの方々に知っていただくとともに、皆様ととも

に末永く本史跡を保存継承していけるよう取組を進めてまいりたいと思います。 

 最後になりましたが、本計画の策定にご尽力賜りました「史跡能島城跡保存活用計画策定委員

会」の委員の皆様に心よりお礼申し上げまして、本計画書刊行の御挨拶とさせていただきます。 
 
  令和２年３月 

 
                      今治市教育委員会 

                       教育長 田坂 敏 

 

 

 

 

 

 





例 言 

1. 本書は、愛媛県今治市宮窪町宮窪に所在する国指定史跡能島城跡の保存活用計画書である。

2. 本計画の策定にあたっては、今治市教育委員会が平成 31年度の（史）能島城跡史跡等保存活

用計画策定事業として補助金を受けて実施した。

3. 本計画の策定にあたっては、学識経験者、地元代表者等で構成した「史跡能島城跡保存活用

計画策定委員会」で審議を行い、文化庁及び愛媛県教育委員会からの指導・助言を得た。

4. 今治市村上水軍博物館については、令和２（2020）年４月１日から「今治市村上海賊ミュー

ジアム」と名称を変更するが、本計画の発効日が同日であるため、本書では「今治市村上海

賊ミュージアム」と呼称する。

5. 本書では、近年の研究成果に基づき「水軍」ではなく「海賊」という表現を用いている。そ

の理由については、第３章第３節に記載している。

6. 本書の編集・執筆は、今治市教育委員会文化振興課及び宮窪地域教育課（今治市村上海賊ミ

ュージアム）が事務局となり、その関連業務の一部を株式会社イビソクに委託した。
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１  保存活用計画 ・目  

 

１  計画策定の ・経  

 予 島一 、古く 瀬戸内海 の要 、中世に 海域の地 を し 海賊 、

上海賊 活 し 地域 る に する史跡能島城跡（ 、「本史跡」と ）

、能島
の し ま

と 崎島
ま

の２島 な 、島 を城郭化し 国的に し 城跡 る 本史跡 、

上海賊を代 する能島 上 の 海城 、 28（1953）年 31日に国史跡の指定を

の 、 33（1958）年に （平成17（2005）年１ 17日 ）

として指定 、 48（1973）年 に 、愛媛県 島県の 教育委員会 上海賊関

の調査を 、 の を ま て本史跡を の一部 、 48（1973）年

17日に県の「能島水軍文化の里」に指定 て る に平成28（2016）年 19日に 日

本遺 「 日本 大の海賊 の本 地 予 島－ み る 上海賊 Murakami KAIZOKU の記

－」を代 する構成文化財に 定、 29（2017）年に 日本城郭 会の「 日本100 城」に

定 、 を代 する史跡として地 の に しま て  

 （平成 17（2005）年、 に ） 、平成 （1992）年 ま に本史跡と の周

の を国・県の支援を な て 平成 11（1999）年５ 、一 国 317

（ 瀬戸 （瀬戸内しまなみ海 ））の に 、 地域に る 上海賊の 史・

文化 注 る にな 、 上海賊を し 地域づく を 指し、平成 12（2000）年

上海賊関 の遺跡 古文書 ・ な の文化財調査を 平成 15（2003）年 に 、

本史跡の保存と活用を 的に史跡能島城跡調査・ 委員会 文化庁文化財部記念物課（

）・県教育委員会文化財保護課の指 ・ を な 、『史跡能島城跡保存活用基本構 』

を策定し の 、平成の大 を経て とな 、 教育委員会 平成 17

（2005）年 に『史跡能島城跡保存活用基本計画』を策定し  

一方、県教育委員会 、平成 12・13（2000・2001）年 の２ 年に 、 的、 的、

域的な 上海賊の 史を し 文化財の活用方策を する 、

の 16 （ ）に 的な学 調査 る「しまなみ水軍浪漫のみち文化財調査」を

し、 くの成 を て る 本史跡に て 教育委員会（平成 17年１ の

教育委員会）に 、平成 15（2003）年 海 部 、平成 17（2005）年

平成 27（2015）年 ま 上部 の し 調査 、 郭の 能 、城内 の

存 構 ま するな の成 を  

 し し、本史跡の現 、 年の の 化 大 の に 、 部の 法

とな て る なく、 ５（1930）年 的に て

（ メイ ）の に る遺構の る と 、 調査に て とな  

 ま 平成30（2018）年 、郭を 法 く し とを 、 なる

を 水 水 能の とな  

 の現 を て、本史跡を に保存 し、 的な 活用を て く 、 存の

構 計画内 と 年の本史跡の を ま 『史跡能島城跡保存活用計画』（ 、「本

計画」と ）を策定する  
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１ 計画策定の ・経



２  計画の 的と計画  

（１）計画の 的 

本史跡 、 ま な 島 を城郭とし な構 の城跡 、 国的に の 史的価

し し、 年の 経 の大 な 化に 、 浪に る の

、大 に る法 の な 、本史跡の本 的価 を な 事 して る  

本史跡を く な 保存 承し、 くの 学 、 との る となる 、

本 的価 の保存をする の をし 上 、活用して く の基本的な方針を定 る 要

る  

本計画 、本史跡の本 的な価 を にし 上 、 的な保存、 、活用の 現を

指す の基本方針を定 る とを 的とする  

（２）計画の  

 本計画の 、史跡能島城跡として指定 能島 崎島の 島と、 し

く の 海域の とする に本史跡の出土遺物を保 し、調査研究、保存活用の

的 る「 上海賊 ジ （ 、 上海賊 ジ と ）」に

て 、史跡の 解に な 要 として本計画の として ととする  

１：計画  

0 1㎞

凡例

史跡指定範囲 範囲

村上海賊ミュージアム

範囲

史跡 の関連する要素

範囲

能島

鯛崎島

村上海賊ミュージアム

能島水軍

見近島 (城跡 )

水場跡

幸賀屋敷跡

宮窪城跡 さんの遺跡

旧証明寺跡

古波止遺跡

カレイ山展望
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１章 保存活用計画策定の ・ 的



 

 し し、能島城のみ 海賊 能島 上 に る本 地の 方を る と な

の 地域に て 中世の城 的な地 く て る に、 と海城 一 とな

て を構成して と考 る の中 能島に水を し と る「水 跡」 、

本史跡と の地 遺構の存 て る「 城跡（ の遺跡）」、「 跡」、

中世 物 存 する「 跡」 て重要な遺跡 る ま 、 の研究に 、能

島 上 の として づ る「 島（城跡）」 、能島城に な トと

構 の 海 「古 遺跡」な 、能島 上 関 の遺跡として

重要 る に、本史跡の イントとして 「 イ山 公 （ ）」、

本史跡を周 する の る 「能島水軍」に て 、本計画の る

、「史跡との関 定 る要 」 「史跡の活用に する要 」として、本計画内に す

る  

 

 委員会の と経  

 本計画策定に て 教育委員会 、能島城跡保存活用計画策定委員会 要綱に基づ

、学 経 等 なる「史跡能島城跡保存活用計画策定委員会」（ 、「委員会」と ）

を し な 、本計画策定に て 、文化庁 愛媛県教育委員会文化財保護課に指 ・

を 委員会の構成、 経 のと る  
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２ 計画の 的と計画



 

 

史跡能島城跡保存活用計画策定委員会 要綱 

（ ） 

１  国指定史跡「能島城跡」の な保存 に 的な活用を 的に する 、

「史跡能島城跡保存活用計画策定委員会」（ 「委員会」と ）を する  

（ 事 ） 

２  委員会の 事 のと とする  

（１）史跡能島城跡保存活用計画策定の の、 な保存方法 に 的な活用方法等に

関し、教育委員会に を と  

（２） に る のの 、史跡能島城跡保存活用計画策定に関し、教育委員会に 要な

を と  

（ ） 

 委員会 、考古学、文 史学、地域史学に 、史跡の活用を する 、観

、地域 な に関し を する 、教育委員会 委員として し、

する  

（ ） 

 委員の 、 をし 日 ２年 31日ま とする  

（委員 委員 ） 

５  委員会に委員 委員 を く  

  ２ 委員 委員 、委員の に を定 る  

   委員 、委員会を代 し会 を する  

   委員 、委員 を 佐し、委員 に事 ると の を代 する  

（会 ） 

 会 委員 集し、委員 となる し、 初の会 教育 集す

る  

（指 ） 

 委員会 、 事 の に 要な 、愛媛県教育委員会の指 を る の

とする  

（ ） 

 委員会の 、 上水軍 物 に て する  

（委 ） 

 の要綱に定 る のの 、委員会の に関して 要な事 に定 る  

 

     

    の要綱 、 年 12 １日 する  
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１章 保存活用計画策定の ・ 的



 

委員会  

委員会  

日  内   

１ 委員会 
（2019）年 

12 25 日 14 00  

委員 ・ 委員 の 出 

本計画の内 に ての  

のス ジ  上海賊 

ジ

講
２ 委員会 

２（2020）年 

１ 20 日 13 30  

本計画の内 に ての  

のス ジ  

委員会 
２（2020）年 

２ 25 日 13 30  

本計画の内 に ての  

本計画の  

   

委員    史跡 （考古学） 愛媛大学 教  

委員  上  地 代  
法 能島の里 代  

大島   

委員 

崎  森 学 愛媛大学 教  

三    島大学 教  

田  海 学 愛媛大学大学 学研究  講  

上  
地域 マネジメント 

（考古学） 

愛媛大学 社会 学部 教  

ジ 古代 業考古学研究 ン

 

柴田 圭子 考古学 
公 財 法  愛媛県埋蔵文化財

ン 調査課

山内 譲 中世史、日本遺  
文化財保護 会委員 

上海賊 会 会  

井   
地域 マネジメント 

（観 文化論） 
愛媛大学 社会 学部 教  

田   学校教育関  立 学校 校  

 紀 社会教育関  公 会 会  

 大 文化庁文化財 課 文部 学  

日 佐  愛媛県教育委員会文化財保護課  

  愛媛県教育委員会文化財保護課 教育 員 

事 局 教育委員会文化 課、 地域教育課（ 上海賊 ジ ） 

ン ント 会社イ  
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委員会の と経



 

 上 計画との関  

 本計画 、本史跡を に保存活用して く の計画 、 の 上 計画 る『

２ 計画（基本計画、 計画）』、 教育 政の大綱となる『 教育 に関

する大綱』に すとと に、関 計画との調 、 、 を な 策定する  

 本計画に関する上 ・関 計画 のと る  

 

 

 

 

 

 

  

２ 計画（平成 28年 策定） 

基本計画 2016年 -2025年  

計画 2017年 -2019年  

 

史跡能島城跡保存活用計画 

 

 

史跡能島城跡 平成 15 27 年  

に 調査 報告書 

教育 に 

関する大綱 

(2015年 -2019 年 ) 

計画  

 

 

  

観 計画 

(平成 21年 策定) 

の 関 計画 

・ 基本計画 

・ 地域 計画 

まち・ と・し と 

 

(2015年 -2019 年 ) 

２： 計画 計画  

史跡能島城跡保存活用基本構  

(平成 16年１ 策定) 

史跡能島城跡保存活用基本計画 

(平成 18年 策定) 
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１章 保存活用計画策定の ・ 的



 

２ 計画 2016-2025 平成 28（2016）年 策定 

 『 ２ 計画』 、 の 上 計画 、中 に る 政 の基本的な指

針を し の る の現 と課題を ま 、 の 方 を に すとと

に 指す の 現に みを して る の 現に て、 の 策

の 方 、まちづく の大綱を定 、 に て な 策を て る の ち

本史跡に関 する の 、 のと る  

 

の  
と み ち (心地 ) まち ま  

の を て 世   

策の 方  『「心」を育 』 

策の大綱 な心と る を育 まちづく  

策の方  な心と地域の を育 基 づく  

現 と課題 

 化 化な に 、 を 文化財の保存・ 承

にな ます し 文化財の保存・ 承 に 、

世代に す と 要とな て ます て、文化財を保存する

なく、 の財 る文化財 と な のとして 解

る に、 報 活用を 、 し 活 に を育成し

て く と 要とな て ます  

 

 な内  

文化財の保存・活用 

文化財を に調査、保護、活用して く 、文化財の保存 史跡

な の 、 保な に ます  

重な 蔵 文化財の 、公 の 、 化し 物

な の 、 を します  

城な の文化 の に て、 に の と

を ます  

埋蔵文化財の調査に 、 内の埋蔵文化財 蔵地の を

とと に、史跡 記念物、 文化財な の保護に ます  

国史跡の能島城跡を とし 保存 活用事業を に 、

上水軍 物 と し、水軍文化の保存・活用を ます  

物 な の 蔵 を一 的に る ス の構

に て します  

内に埋 る 代化遺 に て、観 となる 能

を するとと に、文化遺 としての価 を る 、 文化

財 に る な に て を ます  

内に て る 重な文化財の保存・活用を 、 の 史的

文化な に て にし、 世に伝 る活 に

の育成を支援します  

7

上 計画との関



 

と・まち・し と 平成 30（2018）年 12 定 

 『 と・まち・し と 』 、『 ２ 計画』 し を

現する 、 の基本 を定 、 の基本 とに 的 策 を地方

の ン ロジ トとして まと て る  

 ま 、 （重要業 評価指 ）を 定し、 年 の を ま 、

的な 評価を な し・ 定を て る  

 本史跡に関する内 のと る  

 

重要業 評価指 （ ） 日本遺 「 上海賊」に関 する 観 の入  

64,376 （2016 年）  68,500 （2019年） 

 

基本  と る る る とを る 

基本的方  

ま 新し との を る 

国土 定し 域観 周 ト「 と ち・海の 」、「ス

な島 四国 」 文化庁 定し 日本遺 「『四国 』

と の 文化 」、「 日本 大の海賊 の本 地 予 島－ み る

上海賊 Murakami KAIZOKU の記 －」を活 し 域観 周 トを 成

する とに て、国内 の を し、地域経 の活 化を る

を する  

的 策 

域観 周 トの 成 

国土 定し 域観 周 ト「 と ち・海の 」、「ス

な島 四国 」 文化庁 定し 日本遺 「『四国 』

と の 文化 」、「 日本 大の海賊 の本 地 予 島－ み る

上海賊 Murakami KAIZOKU の記 －」を活 し、 となる観 の

観 の 、 づく の支援、地域観 の の育

成、 国 、 域観 を する の 能 化な に  

的事業 

史・文化活用地域活 化事業 

上水軍 物 の ・ 画 事業な 、 の の

を るとと に、 内に する文化財 、 史的 物な

の を な みづく 報 を 、域内に る周 を 出す

る ま 、日本遺 「 上海賊」を活用し 観 成を支援する て、

日本遺 「 上海賊」を 大 活用し 「日本遺 ト in 」を 2020

年に するとと に、「 上海賊」を とし 新 な観 の 等、観

入 の 大に を する  

 

 

  

8

１章 保存活用計画策定の ・ 的



 

観 計画 平成 21（2009）年 策定 

 『 観 計画』 、本地域の観 を る 、 の の 指針となる

計画を定 の る 『 観 計画』 、観 の み と 政の

の となる の観 を定 上 、観 ジ ンとして５ の 指す

を し、 の基本方針をまと て る ま 、 の 計画として、基本方針を再 し

て計画の 本 に構成し し、 の計画 ンと 策を まと て る の ち

本史跡に関 する の 、 のと る  

 

 「 、学 、 」観 のまちづく  

 

な 地域に づく文化を活 し の ン の 化を

、 報を し、集 を ます  

る を てなしの心 します  

地域との ジネス、 活、文化、観 の を く 、育てます  

計画の  観 の づく  

 

計画 ン  新 な 観 の  

策（23） 史跡・文化 の再 、観 用の  

内  

事業との  

「能島城跡 事業」 「 予要 跡」、史跡 を活 し 事

業との 、 を 、ま 、本 出 の世 的な 三 の

研 計の 重要な として観 に活 す みを

ます  

 

計画 ン 12 保 ・ 上の  

策（33） 史跡能島の ・保  

内  

保 の みづく  

 能島城跡 計画 くの史跡保 計画を基に、 100 に

て る を保 する みを します  

存事業との  

 保 事業との を 、史跡 を に活用します  
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上 計画との関



 

基本計画 平成 31（2019）年 策定 

 『 基本計画』 、地 化 策として 日ま 「

計画」を内 し、「 ２ 計画」に る の る「 と

み ち （心地 ） まち ま  の を て 世  」を

現する 、 に関する みを 的 計画的に る のとな て る  

 『 基本計画』に て本史跡に関する内 的に記 て な 、

日本遺 の 定 要の な て る な 、文化財に関する 策の内 て る

、 に記す  

 

指す 

の  
水と に ま  み な を 、保 と 承に まち  

基本  ・ 心な社会の 成 ・ 心 に るまちづく  

 

な課題 

地域 の 、 重な 史を 世代に伝 、文化財の保存 史跡等

の に るとと に、 代化遺 の観 としての活用 、

の財 る文化財の 報 活 に 育成等を て く

要 ます  

策 - し まちづく の  

策の内  

文化財 伝 文化の保存・活用・ 承 

史の に て地域 て を 育てるとと

に、 と な く 、「指定文化財保存事業 」等を

活用し 文化財マ の 成等に る 報 、「 土

能 」等の伝 的な 事の保存 承を します  

埋蔵文化財等の保 に 調査を して し、 に

る と 、文化財の保護に ます  

代化遺 の観 化を し、「 文化財 」に る の

を る と 、文化遺 としての価 を 、 の 史・文化

の みを にするとと に、 世に伝 て ます  

「 山古 」 「 方 」の保 活 等を して し、

内 地に て る 重な文化財の保存・活用を るとと

に、文化財保護活 に の育成を支援します  

文化 に関する 報 の 化、 史 文化財に関す

る 物の 、 調査報告書の な 、地域の 史的・文化的

の存 に関する 的な 報 を し、「 」等と

の を る と 、地域内 の を 一 します  
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１章 保存活用計画策定の ・ 的



 

地域 計画-地 ・ 策編- 地域 計画- 水 等 策編-  

平成 31（2019）年  

 『 地域 計画』 、「地 ・ 策編」、「 水 等 策編」 「 編」の

編 構成 る の ち文化財の に て 記 て る な 、文化財に関する

記 、「地 ・ 策編」 「 水 等 策編」と の内 る  

 

社会教育を 

 

の方法 

講 、学 、集会、大会、学 会、研 会等に て する ま 、

文化財を地 ・  、 世に 承する 、文化財 活 、

文化財保護 調 文化財 の 等の 活 を 、 指 を

、 の を る  

教育活  

基本的な考 方 

に て、学校 の 等の に の教育を

と な 、 教育の を に 立し、教育の 再

に する  

 内  

 

・学校 の 調査 に関する と  

・ 教育に関する と  

・学用 教 書の調 に関する と  

・学校 保 学校保 に関する と  

・学校 等の の に関する と  

・文化財の 調査 に関する と  

文化財の  

文化財に関する 予 に て 、 の文化財の 、

に す事 に て定 る のとし、 、文化財の日

の 、 な保存 、周 の 等に て指 する  

 

 に る 、関 関に する 報 の 立 

イ の 保 の 等 の文化財の 出と の の支援

の  

 文化財等の部 的、 的な の  

 文化財等の 事の  

 

文化財 し 、 、 に報告するとと に、

に 教育委員会を経 して県教育委員会に を報告する  
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上 計画との関



 

教育 に関する大綱 （平成 27（2015）年 平成 31（2019）年 ） 

 「 教育 に関する大綱」 、学校教育 社会教育、 学 に る教育に関する

大綱 る 大 く の 大綱 定 て 、文化財に関 する大綱 のと

る  

大綱 まな ・ な ・まちづく  

 ２ な心と地域の を育 活 の  

内  

 の 、 を ち の る 活を る 、 に

文化・ス 活 な に との る づく を

ます ま 、 内に る な文化・ ・ 史 を活用し、 学 す

る とに 愛 心を ち、 の を国内 に る、 活 の るま

ちづく に な ます  

 

史跡能島城跡保存活用基本構 平成 16（2004）年１ 策定 

 『史跡能島城跡保存活用基本構 』 、 上海賊を し づく を 指す 、本

史跡の 計画的な保存 を 、 予 島周 に る海賊 の城な の関 文化財を

活 し な づく に み、 て しまなみ海 地域を とする地域

地域 に 立てる とを 的として策定し の る  

 

史跡能島城跡保存活用基本計画 平成 18（2006）年 策定 

 『史跡能島城跡保存活用基本計画』 、平成 15（2003）年 に （平成 17年１

） 策定し 『史跡能島城跡保存活用基本構 』に基づ て る「史跡能島城跡

事業」に関する保存活用基本計画書 る 本史跡の る課題を し、保存 の 要な

と 法 、 の活用 計画を すとと に、周 の関 遺跡の保存と活用 の を

に入 る「 編」 て る  

 

史跡能島城跡 平成 15 27年  に 調査 報告書 平成 31（2019）年  

 『史跡能島城跡 平成15 27年  に 調査 報告書』（ 、「 報告書」と

） 、本史跡の 調査 して 成 に 予 島の城郭研究の新 な 解

を ま て、 の本史跡に関 し 調査研究成 を再 し 調査 報告書 る  

 ま 調査 とと に 新の研究成 をと まと 、 新し 上 、

課題 の保存 に 的な て 、学 的のみな 本計画策定の

基 として づ る  

 

 

５  計画の  

 本計画の 、 ２年 １日 12年 31日ま とする に 、地

、 業関 関 関等に して、本計画の周 に る のとする  
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１章 保存活用計画策定の ・ 的



２  史跡  

１  と 要 

、 419.13 を 、愛媛県 部を る
な

島 部の 地部と 予 島

の島し 部 なる 地部 を松山 、 を 、 を と し、島し 部

を 島県、 を愛媛県 上島 と して る 島し 部の ち、大島・伯方島・

大三島 、 島海 大 、伯方・大島大 、大三島 、 大 島県

と て る ま 、 島 の 島県 と て る  

 本史跡 する 、大島の 部を 、四
し

島
し ま

、鵜島
し ま

、
み ち

島
ま

、
く

島
ま

、

の の 島 成 、大島と鵜島 島 る 本史跡 する能島、 崎島の 島 、

の 800 に し、 島の 17,829 、能島の周 846 、 崎島の周

256 と 島 る  

能島を に 大島・鵜島 の 海 瀬戸と 、 に能島、鵜島 瀬

戸と る海の る ま 、鵜島、伯方島 の 瀬戸 、
ちな な

て

予 島を する の に る海上 上の要 、能島 の を ると

に して る  

３：  

0 100 200㎞

0 10 20 ㎞

島

島

島

島

能島城跡

島

島村島

見近島

島

島

島

城島

崎上島

崎 島

上 島

島

島

山

村島

島

波島

島

島
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１ と 要



２  的  

（１）地  

 、 な と瀬戸内の島 の し 景観に ま 、日本三大 の１ として

る 島海 中心 地 する平 部、 な 山 な 、 化に 地

る  

 本史跡 、大島 部に する の 800 に る 能島 、 定 な三 の島 、

部と 部の に 部 に く、 崎島 、能島に する に

島 る 島を く海に 、 方の 瀬戸・ 瀬戸 方の 瀬戸な と る

海 、 大 の 10 ト（ 18 ）に なる に しく、

海の として る  

（２）地  

の ち 地部に 、 平 に て る く の山 、 の と

て の中 代 成 なる 島と大島 、 の と に

て て る  

 、 100 上の 要山地の く な 構成 て 、

部 、 の して る 一方、能島の 地 る

に て 、 浪等の を すく、海 の とな て る  

：地  

0 10 20㎞
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２章 史跡を く



（ ）  

 、瀬戸内海 に し、 の の な 、 の

る  

 51（1976）年 平成29（2017）年の42年 の年 平 15.9 、

平成 （1994）年の38.0 、 56（1981）年の-6.5 とな て る  

 水 年 水 1,275.8 る 、 に る 日 大 水

51 年（1976）の254.0 とな て る  

0. 0

5. 0

10. 0

15. 0

20. 0

25. 0

30. 0

0

100

200

300

4 00

500

600

５

・ 量

量（ ） （ ）

量

52. 5 4 0. 5

169. 5
67 . 0

137 . 0

17 5. 5

4 86. 0

11. 0

4 57 . 5

27 . 5 25. 5
65. 5

4 . 5 4 . 5

9. 6

15. 0

18. 3

21. 6

27 . 1
28. 2

23. 4

18. 2

12. 4

8. 9

５：月 ・  ：今治市 2018 年  

15.9 37.7 -6.5 1275.8 160.0 49.0 1.6 13.1 100
15.4 38.0 -5.9 1182.0 156.0 59.0 2.2 19.0 96

- - - 1522.1 254.0 66.0 - - 106

（ ） （ ）
数

（ ）

2 （ 51 ～ 成2 ） ・ 量

（ ）
（ ） （ ）

量

（ ） （ ） （ ）
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２ 的



（ ）  

 平成20（2008）年 に し

調査に ると、能島の

部に 、 、マ

等 して る と

ま 、 郭に の

代に メイ 、

の くの 島を

る の とな  

 し し、 の の 土

化し、 子を

とに 、 な の

し 、 に る

遺構の て る

ま 、島内に 部 、

て 、

の に の 入

る 、

、 の の と

と 考 る  

 の に、 メイ の

な に 現

の能島城跡 と なる

を して 、本史跡の地

遺構のみな の

化に を て る  

 現 、 の指 を

な の を計画的

に て 、現 メイ

の上 重要課題とな て る

：能島城跡 （ 20年） 

0 50

凡例

イ

ムム

ム ム
アカ

ム ン ン

ム
ン ン

ササ ン ン ア レ

能島

鯛崎島
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２章 史跡を く



 史的  

（１） 地域周 の 史 

 器 代の遺跡 、 予 島の 島
ま

、佐島
し ま

、 島
な ま

、 城島
し ま

、 島
ま

、伯方島 部な

の遺物 地 て る 、本史跡 する 内 、現 器

代の遺物 て な  

 文 代の遺跡 、 島の 島し 部の海 に て し、 に し 地

に立地して る 内 文 の遺跡として、 遺跡、 文 の遺跡として、

中学校遺跡、 遺跡、 イ る  

 弥 代の遺跡 、大島の 山 島の立 山な の 部 遺物の出土等

て る 土器 出土して る遺跡 、古 代 に 地域 する の に関

る遺跡として注 て る  

古 代に入ると、 域に て 山古 の

な 方 出現する 島し 部に て 、５

世紀に ての 存 して る

、 調査 る して る 、 る

中 になると 島の 古 にみ る に、

を内部 とする て と考

る の要 として 、 ５世紀 に する

、海上 の に ると考 て る  

古代の 地域の に て 、史 て な

、 な 史的な事 る になるの 政 の と る 平

代になると、 の する大島 の として る になる の記 に

太 （1128）年に伊予国 大島に と 記 て るの 、大島 の初

と る  

代の大島 の に て 、 を物 る史 を て る 、 代になると

予 島に 出し 川 大島 に関 る になる （1379）年に 川

として大島 地 を て る 、 （1400）年に と大島 を て

立する になる 、 川 （1492）年ま 地 を して る と る  

 代 国 代に て、 の能島城を として活 し 、能島 上

る 海賊 能島 上 、瀬戸内海を する を し、 の として

水 内・ 保 を と の海上 の活 を て 本史跡の 調査に て、

し 活 の として 、能島城 能して と考 る にな て て る ま 、

能島城 の 島の 調査成 、能島 上 の 経 の関 指 る  

能島 上 の 初 て るの 、 代の ５（1349）年の と 、

の を 島に に、 をし のと考 て る 代にな

ると能島 上 、 島 を 支 して る とを、 島 の る

る にな て 、 を 大 て る  

 国 代になると能島 上 、 ・大 ・ ・三 等と 周 の 国大

と、 に 関 、 に 関 ・ 関 とな な 、瀬戸内海 の一大 とな
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ト の 教 イス・フロイス 記し 『日本史』 、能島 上 を 日本 大の海賊

と して る （1576）年の 一 川 、 田 と し ・大

本 に能島 上 し、 方の勝 に大 く し  

 し し、 一に な 、政 の な政策 ち出 、政

の海上 ・物 る になると、海賊 能島 上 に る の海上 の活

る とになる に る四国国 の 、 15（1587）年に 能島 上 能島城

を て 、 に能島城 海賊 の本 地としての 史を る とになる  

 ５（1600）年、関 の の 、 20 の として入国し、地 を「

」 「 」 と 、 城と城 を て の を く の 、松平（久

松） の とな 、 ２（1869）年の版 ま を  

 （1871）年の 県 、 県 の 、 県 松

山県（ に 県と ）に し、 予方 に 島県（ に 山県と ） し

（1873）年に 県と 山県 し、愛媛県 し、県庁 地 松山に

22（1889）年に の に 地部の中心 とな 、大 （1920）年

に 日 と して し  

 に入 、 周 との ・編入を経て、 37（1962）年に 10 を

、 ・ 、 ・海 ・ 用な を基 業

とする 業 として まし を  

 平成11（1999）年に 、 島海 大 、 大

成し、瀬戸内しまなみ海 （ 瀬戸 ）

し と と な 、

中国・四国地方の の とな 平成17

（2005）年１ 16日に 、 を

11 に る 域 、現 の

とな  島
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（２） の指定文化財 

 内に 、国指定 105 、県指定 43 、 指定 328 、国 文化財 の計 482 の

指定等文化財 する の ち、 地域に 、本史跡を とする国指定２ 、 指定

16 の計 18 の指定文化財 する（ ２（2020）年 現 ）  

 

No. 種別 区分 名称 員数

1

国宝
工芸品

紺絲威鎧　兜、大袖付 1 領

2 赤絲威鎧　大袖付 1 領

3 紫綾威鎧　大袖付 1 領

4 禽獣葡萄鏡 1 面

5 大太刀　銘　貞治五年丙午千手院長吉 1 口

6 沢瀉威鎧　兜、大袖付（金具廻革所欠失） 1 領

7 牡丹唐草文兵庫鎖太刀拵 1 口

8 大太刀　無銘　伝豊後友行　附野太刀拵 1 口

9 考古資料 伊予国奈良原山経塚出土品 1 括

10

重要文化財

建造物
大山祇神社本殿（宝殿） 1 棟

11 大山祇神社拝殿 1 棟

12

石造美術

大山祇神社宝篋印塔 3 基

13 宝篋印塔 1 基

14 野間神社宝篋印塔 1 基

15 五輪塔 1 基

16 五輪塔 2 基

17 宝篋印塔 1 基

18

乗禅寺石塔 11 基

宝篋印塔 （5 基）

五輪塔 （4 基）

宝塔 （2 基）

19

彫刻

木造御神像 17 躯

20 木造女神坐像 4 躯

21 木造釈迦如来立像 1 躯

22 木造守門神像 4 躯

23

工芸品

銅製水瓶 2 箇

24 鍍金大前立 3 種

25 螺鈿飾太刀　伝小松重盛奉納 1 口

26 革包太刀　銘　国吉作　大内義隆奉納 1 口

27 赤銅造太刀　銘　宗延作 1 口

28 太刀　銘　恒真　革包太刀拵 1 口

29 黒漆太刀　無銘 1 口

30 革包太刀　無銘 1 口

31 紺絲威膝鎧 1 双

32 紺糸裾素懸威胴丸 1 領

33 太刀　銘　行真　拵　山金造螺鈿鞘野太刀 1 口

34 刀　銘　慶長九年二月吉日信濃守国広作
依賀茂県主保経所望打之 1 口

35 太刀　銘　有綱　拵　山金造革包太刀 1 口

36 木造扁額　額文「日本総鎮守大山積大明神」 1 面

37 亀甲繋散蒔絵手巾掛 1 基

38 革箙 1 腰

39 金象嵌両添刃鉄鉾 1 口

40 三島明神奉納武器類 74 件

41 浅葱糸威褄取鎧　大袖付 1 領

42 萌黄綾威腰取鎧　大袖付 1 領

43 紫韋威鎧　大袖付 1 領

44 紫韋威鎧　大袖付 1 領

45 紅糸威鎧 1 領

46 白糸威褄取鎧 1 領

47 藍韋威鎧 1 領

48 色々威胴丸　兜、頬当、大袖、籠手付 1 領

49 色々威胴丸　兜、大袖 1 隻付 1 領

50 熏韋威胴丸　𩊱、大袖付 1 領

51 紫糸威腰赤銅丸　大袖付 1 領

52 茶糸威肩赤白胴丸　大袖付 1 領

53 藍韋威胴丸　大袖付 1 領

54 藍韋威胴丸　兜、大袖付 1 領

55 藍韋威胴丸　兜、大袖付 1 領

56 紫韋威胴丸　兜、大袖付 1 領

No. 種別 区分 名称 員数

57

重要文化財

工芸品

藍韋威肩腰白胴丸　大袖付 1 領

58 熏韋威胴丸　大袖付 1 領

59 熏紫韋威胴丸　大袖付 1 領

60 紫韋威胴丸　兜、壺袖付 1 領

61 紫韋威胴丸　大袖 1 隻付 1 領

62 藍韋威裾紫胴丸　兜付 1 領

63 熏韋威胴丸 1 領

64 熏韋威胴丸 1 領

65 熏韋威胴丸　兜、大袖付 1 領

66 熏韋威胴丸　大袖、袖印付 1 領

67 紅綾威肩腰萌黄綾胴丸 1 領

68 熏韋包胴丸　壺袖付 1 領

69 藍韋威肩腰白胴丸　大袖付 1 領

70 紫韋威胴丸 1 領

71 紫韋威胴丸 1 領

72 熏韋威胴丸 1 領

73 黒韋威胴丸 1 領

74 色々威腹巻　兜、喉輪、大袖付 1 領

75 藍韋威胸白紅白腹巻 1 領

76 色々威腹巻　喉輪、大袖付 1 領

77 藍韋威胸白紅白腹巻　大袖付 1 領

78 藍韋威腹巻　兜、大袖付 1 領

79 色々威鉄腹巻　籠手付 1 領

80 藍韋威胸紅白紅腹巻 1 領

81 色々威裾萌黄素懸腹巻 1 領

82 藍韋威胸紅白紅腹巻 1 領

83 熏韋威胸紅浅葱糸腹巻 1 領

84 藍韋威胸紅白腹巻 1 領

85 熏韋威腹巻 1 領

86 熏韋威腹巻 2 領

87

茶糸素懸威鉄腹巻など

6 領

・茶糸素懸威鉄腹巻　兜、頬当、袖、籠手付

・紫糸素懸威鉄腹巻　壺袖付

・萌黄糸素懸威鉄腹巻

・紫糸素懸威鉄腹巻

・紫糸素懸威鉄腹巻

・紫糸素懸威鉄腹巻

88 白綾威二十四間四方白星兜 1 頭

89

黒韋威二十間筋兜など

6 頭

・黒韋威二十間筋兜

・藍韋威二十八間筋兜

・白綾威裾藍韋十四間筋兜

・藍韋威肩白十二間筋兜

・紫韋威三十二間筋兜

・鳶兜

90

色々威大袖など

7 双

・色々威大袖

・熏韋威肩白大袖

・藍韋威腰萌黄大袖

・白綾威大袖

・紫韋威大袖

・洗韋威大袖（四段以下欠）

・金小札紅糸威腰浅葱大袖

91 金銅密教法具 5 点

92
鈸子
銅鑼

1 対
1 口

93 書跡 仏鑑禅師墨蹟 1 幅

94 典籍 大山祇神社法楽連歌
附安永六年八月十三日整理目録 1 巻 274 帖

95 古文書 大山祇神社三島家文書 210 通
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県  
大 社 

 

今治城跡 

城跡 

No. 種別 区分 名称 員数

1

有形文化財

建造物

大山祇神社十七社社殿 1棟

2 大山祇神社上津社社殿 1棟

3 大山祇神社神輿 3座

4 別宮大山祇神社拝殿 1棟

5

石造美術

石造宝篋印塔 1基

6 石造宝篋印塔 1基

7 満願寺石塔 3基

8
絵画

紙本金地著色柳橋図 1双

9 絹本著色稚児大師像 1幅

10 彫刻 木造御神像 3躯

11

工芸品

太刀（銘嘉元二年三月日） 1口

12 短刀（銘備中国住次吉作附短刀拵） 1口

13 長柄銚子 1個

14 和鏡 11面

15 木造貼付彩色前机 1基

16 太刀　無銘 1口

17

太刀　銘　和泉大掾藤原國輝
　　　享保二十乙卯年二月吉日
黒漆葵五星文蒔絵飾太刀拵　附
金装刀國輝作長三尺五寸拵目録　1巻
同控　1通、献金装刀辞　1通

2口

18
古文書

国分寺文書

3巻
・将軍家御教書

・河野家代々判物

・伊予国神社仏閣等免田註記

19 能寂寺文書 1巻

20

民俗文化財 無形民俗文化財

お供馬の行事 1件

21 一人角力 1件

22 大三島の神楽 1件

23 今治及び越智地方の獅子舞 23件

24 朝倉矢矧神社の獅子舞とにわか 1件

25 岡村島の弓祈祷 1件

26

記念物

史跡

阿方貝塚 1件

27 甘藷地蔵 1件

28 日高鯨山の古墳 1件

29 野々瀬の古墳（七間塚古墳） 1件

30 今治城跡 1件

31 伊予国分尼寺塔跡 1件

32 今治藩主の墓 1件

33 多伎神社古墳群 1件

34 甘崎城跡 1件

35 名勝 御串山 1件

36

天然記念物

名駒のコミカン 1件

37 湿地植物 1件

38 生樹の門（クスノキ） 1件

39 盛口のコミカン 1件

40 子持ち杉 1本

41 大クスノキ 1件

42 客神社の社叢 1件

43 トウツバキ 1件

No. 種別 区分 名称 員数

96

記念物

史跡

伊予国分寺塔跡 1 件

97 永納山城跡 1 件

98 妙見山古墳 1 基

99 能島城跡 1 件

100

名勝

波止浜 1 件

101 志島ヶ原 1 件

102 千疋のサクラ 1 件

103 大三島 1 件

104 八幡山 1 件

105 天然記念物 大山祇神社のクスノキ群 1 件
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市  

No. 種別 区分 名称 員数

1

有形文化財

建造物

釈迦堂本堂 1棟

2 釈迦如来厨子及び棟札
1宇
1枚

3 光林寺仁王門 1棟

4 九王地蔵堂 1棟

5 観音堂 1棟

6 喜多浦八幡大神社　芝居小屋 1棟

7

石造美術

宝篋印塔 1基

8 奈良原山経塚跡宝塔 1基

9 宝篋印塔 1基

10 五輪塔 1基

11 五輪塔 1基

12 五輪塔 1基

13 五輪塔 1基

14 五輪塔 2基

15 宝篋印塔 2基

16 宝篋印塔 2基

17 石造五輪塔 1基

18 城山の宝篋印塔 1基

19 おんがみの宝篋印塔 1基

20 石造宝篋印塔 1基

21 宝篋印塔（骨壺共） 1基

22 キリシタン石像 1基

23 五重の層塔 1基

24 五輪塔 1基

25 石造馬頭観音 1基

26 隠れキリシタン碑 1基

27 隠れキリシタン碑 2基

28 明浄寺宝篋印塔 1基

29 釈迦堂宝篋印塔 1基

30 常力宝篋印塔 1基

31 理海尼の石灯籠 1基

32 右馬允の五輪塔群 8基

33 石造多重塔 1基

34 端谷五輪塔群 8基

35 宝篋印塔 1基

36 宝篋印塔 1基

37

絵画

摩尼山光林寺之図
摩尼山奈良原之図

2巻

38 愛染明王画像・不動明王画像 2幅

39 五大尊明王画像 1幅

40 釈迦三尊画像 1幅

41 弘法大師画像 1幅

42 金輪曼荼羅 1幅

43 地蔵尊画像 1幅

44 十二天画像 12幅

45 随求菩薩画像 1幅

46 弘法大師画像 1幅

47 不動明王画像 1幅

48 両界曼荼羅図 2幅

49 普賢菩薩画像 1幅

50 十六羅漢画像 1幅

51 十三仏画像 1幅

52 弥陀三尊来迎図 1幅

53 絵馬「白馬の図」 1面

54 釈迦三尊十六善神画像 1幅

55 孔雀明王画像 1幅

56 愛染明王画像 1幅

57 金剛界曼荼羅・胎蔵界曼荼羅 2幅

58 洛中洛外図 1幅

59 山本雲渓絵馬 1枚

60 山本雲渓絵馬 1枚

61 祭行列 1幅

62 劉玄徳渡河図　山本雲渓 1面

63 仁丹四郎猪狩図　玉仙 1面

64 永平高祖御影伝　山本雲渓 2幅

65 涅槃仏画　高橋素雲 1幅

No. 種別 区分 名称 員数

66

有形文化財

絵画

絵馬「武将図」森樵眠筆 1面

67 源平合戦図屏風（一の谷・屋島） 1双

68 後三年役絵巻 3巻

69 信貴山縁起絵巻 3巻

70 西行物語絵巻 2巻

71 絵馬「遷宮の図」 1面

72 平家物語下絵小図絵巻 2巻

73 塩谷文正物語絵巻 3巻

74 雲龍図屏風 1双

75 雪景山水図屏風 1双

76 琴棋書画図屏風 1双

77 中国人物図屏風 1双

78 源氏物語図屏風（須磨・浮舟） 1双

79

彫刻

金剛力士立像 2躯

80 木造千手観音坐像 1躯

81 木造不動尊立像 1躯

82 木造薬師如来立像 1躯

83 木造十一面観音立像 1躯

84 木造阿弥陀仏坐像 1躯

85 木造薬師如来坐像 1躯

86 地蔵菩薩像 1躯

87 木造阿弥陀如来坐像 1躯

88 木造阿弥陀如来三尊像 3躯

89 木造金剛界大日如来坐像 1躯

90 木造胎蔵界大日如来坐像 1躯

91 木造南無太子立像 1躯

92 木造薬師如来三尊像 3躯

93 木造阿弥陀如来三尊像 3躯

94 木造十一面観音立像 1躯

95 木造十一面観音立像前立 1躯

96 木造阿弥陀如来立像 1躯

97 薬師三尊仏 3躯

98
木造不動明王立像
木造毘沙門天立像

各1躯

99 木造人長・木造随神 4躯

100 十一面観音菩薩立像 1躯

101 地蔵菩薩像 1躯

102 聖観音立像 1躯

103 青面金剛立像 1躯

104 木造僧形神立像 1躯

105 木造男神立像 1躯

106 木造阿弥陀三尊立像 3躯

107 木造薬師如来立像 1躯

108 木造弁才天坐像 1躯

109

工芸品

龍岡寺大般若経経筥蓋 1個

110 宝積寺大般若経経筥 3個

111 光林寺乗用籠 1具

112 刀 1口

113 刀 1口

114 刀 1口

115 刀 1口

116 刀 1口

117 槍 1本

118 菊花双雀鏡 1面

119 菊花双鶴鏡 1面

120 神楽衣裳裂布 4点

121 金刀比羅社瓦灯籠 2基

122 荒神社瓦灯籠 1基

123 遍照院庫裏鬼瓦 1基

124 刀 1口

125 梵鐘 1基

126 刀 1口

127 八幡さんの和船　石船雛形 2隻

128 黒韋威胴丸 1領

129 色々威腹巻 1領

130 紫浅葱糸威壷袖と継籠手 1双

131 紫糸威曲輪 1懸
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市  

No. 種別 区分 名称 員数

132

有形文化財

工芸品

紅糸威喉輪 1懸

133 虎蹲砲 1挺

134 釣鐘 1基

135

書跡

後西天皇宸筆 1巻

136
摩尼山光林寺並びに奈良原山 
清浄光院蓮華寺略縁起及び元本

1通

137 龍岡寺大般若経書写 400巻

138 宝積寺大般若経書写 600巻

139 光林寺文書 5巻

140 兵法虎之巻 1巻

141 虎之巻 1巻

142 芥川本浄寂寺文書（写本） 1巻

143 浄寂寺文書（写本） 1巻

144 栄福寺八幡宮縁起略（写本） 1巻

145 木造予中神社連歌 １括

146 山号額　山岡鉄舟 1面

147 享保年間俳額 2面

148 亀山八幡神社寄付板 1面

149 賦山何連歌 1巻

150 賦何衣連歌 1巻

151 賦鑓何誹諧連歌 1巻

152 古筆手鑑「藁叢」 1冊

153 和漢朗詠集 2巻

154 玉舟宗璠墨跡 1幅

155 大般若経 402巻

156 神楽本 3冊

157 大般若経 221巻

158

典籍

伊勢物語 1冊

159 伊勢物かたり 1冊

160 源氏物語 54帖

161 古今和歌集 1冊

162 新古今和歌集 2冊

163 古今和歌六帖 6冊

164 古今和歌六帖 6巻9冊

165 拾遺和歌集 1冊

166 後拾遺和歌集 2冊

167 連歌秘伝集 1冊

168 無言抄 2冊

169 源氏物語 53帖

170 詁訓和歌集 1冊

171 細川幽斉尊翁聞書 1冊

172 堀川院百首 1冊

173 版本大般若経 約300巻

174 綸旨院宣奉書等通直判物 1巻

175 霊乗上人言上状附綸旨庁宣等案 1巻

176 井手家文書 1巻

177 越智家文書 1巻

178 遍照院文書 4通

179 坪付 1巻

180

古文書

足利尊氏御判御教書 1幅

181 足利直義御判御教書 1幅

182 毛利元就書状 1幅

183 上杉輝虎（謙信）感状 1幅

184 加藤清正領知宛行状 1幅

185 羽柴（豊臣）秀吉書状 1幅

186 伊達政宗書状 1幅

187 伊達政宗書状 1幅

188 石田三成書状 1幅

189 室町幕府執事高師直奉書 1幅

190 加藤嘉明書状 1幅

191 北条氏政書状 1幅

192 小早川隆景書状 1幅

193 豊臣氏三奉行連署状 1幅

194 丹羽長重書状 1幅

195 前田利長書状 1幅

196 滝川一益書状 1幅

197 池田光政書状 1幅

No. 種別 区分 名称 員数

198

有形文化財

古文書

池田光政書状 1幅

199 池田光政書状 1幅

200 朝倉義景書状 1幅

201 毛利秀就書状 1幅

202 福島正則知行方目録 1幅

203 福島正則書状 1幅

204 大友宗麟感状 1幅

205 伊達政宗書状 1幅

206 関前村古文書 1件

207 無量寺文書 不明

208 岡文書 約100冊

209 寛永十二年 豫州木浦村年代記 1冊

210 村上武吉・村上元吉・宍戸景世連署書状 1幅

211 円光寺元佶書状（年欠6月28日付） 1幅

212 藤堂高虎置目（年欠2月21日付） 1幅

213 本多正信書状（年欠2月18日付） 1幅

214

考古資料

小鴨部地区古墳出土品 1括

215 注口土器 1個

216 和同開弥と骨壷 4件

217 本堂寺　出土瓦 不明

218

歴史資料

木造扁額（観音堂） 1面

219 木造扁額（摩尼山） 1面

220 棟札 7枚

221 棟札 11枚

222 棟札 1枚

223 天和三年棟札 1枚

224 棟札 4枚

225 棟札 1枚

226 棟札 15枚

227 棟札 2枚

228 棟札 1枚

229 喜多浦八幡大神社棟札 11本

230 地蔵院の什器・什物及び仏像 5点

231 三島神社棟札 13本

232

民俗文化財

有形民俗文化財 奴踊用具 1件

233

無形民俗文化財

藁御輿 1件

234 笠鉾まつり 1件

235 弓祈祷 1件

236 ご新田踊り 1件

237 弓祈祷 1件

238 太郎坊供養 1件

239 神明神社山車および祭り 1件

240 弓放し(弓祈祷) 1件

241 亀山八幡神社に伝わる獅子舞 1件

242 伊予万歳（中ノ川万歳） 1件

243 中村豫中神社・嶋御門神社に伝わる獅子舞 1件

244

記念物 史跡

奈良原山経塚跡 1件

245 宮の台天神社の森 1件

246 蓮明寺 1件

247 津倉の古墳 1件

248 幸門城跡 1件

249 鷹が森城跡 1件

250 重茂山城跡 1件

251 丸山城跡 1件

252 藤山古墳 1基

253 一里塚 1件

254 樹之本古墳 1基

255 五間塚古墳 1基

256 笠松城跡 1件

257 藤崎古墳 1基

258 矢矧古墳 1基

259 金比羅山古墳 1基

260 三国岩 1件

261 衣笠弁天 1件

262 怪島城跡 1件

263 弓杖城跡 １件

264 幸賀屋敷跡 1件
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市  

  

島 

島城跡 

  

No. 種別 区分 名称 員数

265

記念物

史跡

龍門山城跡 1件

266 荒神山古墳 1件

267 一里塚 1基

268 塚の谷古墳群 1件

269 窯跡 1件

270 水先遺跡 1件

271 高城古墳 1件

272 亀山八幡神社裏古墳 1件

273 高仙山城跡 1件

274 石碑「一里塚」 3基

275 石碑「大乗妙典一字一石」 1基

276 おひつ岩 1件

277 七五三ヶ浦遺跡 1件

278 大岩さん 3件

279 岩ヶ峰古墳 1件

280 正月鼻古墳石棺群 1件

281 江口貝塚 1件

282 牛神古墳 1基

283 本堂寺廃寺跡 1件

284 武田信勝公墓所 1件

285 野々瀬水路の刻字 1件

286 武田徳右衛門墓所と奉納鏡 2件

287 鉾山(宝股山)石神.盤座及び出土遺物 1体

288

名勝

鈍川渓谷 1件

289 八幡山・犬塚池・作礼山 1件

290 とびがらす山 1件

291 歌仙滝 1件

292 霧合滝 1件

293

天然記念物

大ソテツ 1株

294 大モクセイ 1本

295 大クスノキ 1本

296 ボダイジュ 1本

297 ナギの木 1本

298 チシャの木 1本

299 木練柿の木 1本

300 シキミ群 1括

301 クロガネモチ 1本

302 トウツバキ 1株

303 ノダフジ 1株

304 ユウカリジュ 1株

305 ウバメガシの樹林 約50株

306 大クスノキ 1件

307 ビャクシン 1件

308 クスノキ 1株

309 水場のヤマモモ 1件

310 大頭八幡神社社叢 1件

311 クスノキ 1株

312 クロガネモチ 1件

313 ツバキ（湯頭） 1本

314 白ツバキ 1件

315 ヤマモモの叢林 1件

316 大深山の大クスノキ 1件

317 ツバキ（御島） 1本

318 ツバキ（鶴姫） 1本

319 ヤマモモ 1件

320 シダオトメ（ツバキ） 2本

321 日本在来馬野間馬 1件

322 チクリンジザクラ（四季桜） 1件

323 マンガンジザクラ（志ぐれ桜） 1件

324 ネズミサシ 1件

325 トウツバキ 1件

326 クロバイ 1件

327 三島神社の大クスノキ 1件

328 史跡天然記念物 大楠と肩切り地蔵 2件

No. 種別 区分 名称 員数

1

登録有形
文化財

建築物 今治ラヂウム温泉本館 1件

2 工作物 旧鈍川小学校　二宮金次郎像台座 1件

3

土木構造物

井口四番浜南丸樋 1件

4 井口四番浜北丸樋 1件

5 旧井口三番浜丸樋 1件

6 登録記念物 名勝 瓢箪島 1件
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 社会的  

（１）  

 の 、158,114

（平成27年国 調査） 、

55（1980）年を とし

て、 出 を上 る

と 出 入を上 る

社会 に 、

て る ま 、 子化と

化 国平 を上 る

、平成27（2015）年

に 年 の る

33 にな て る  

（２） 業 

、瀬戸内の海上 の要 として古く 海 業 し、国内 の物 として

、 に 、 を する 業 とな ま 、 業 、 に

の 、 ン な に 活 をみ 、年 の １ １ トン、 国の

の を て る 、「 み 」と る、 に する大島 の

出地として、 業 る ま 、 な し 瀬戸内海、 な森 里山

な の を し 水 業 る  

（ ）観  

瀬戸内しまなみ海 、 と 島県 の くの島を 、 世

の 島 を な る と る と 、世 中の イ ン 愛 注

、 （2019）年11 に国の １ イ トに指定 るな 、「 イ

ストの 地」として国内のみな 海 くの観 ・ イ ン る ま 、

瀬戸内しまなみ海 、 イ ン なく ン イ ント 、 年 に

る「瀬戸内しまなみ海 ス マ 」に 国 ン 愛 て る  

 内に 、島四国 、 イ山 公 、 文化 公 な 、

上海賊にま る 遺跡として 、本史跡を 、 島（城跡）、 跡、 内

に な る ま 、 の調査研究、 報 の

として 上海賊 ジ る  

 年 に る水軍 ス 、水軍 ス 委員会 の

と、地 法 能島の里を事 局として、平成 （1991）

年 る にな 愛媛県を代 する海の 事 る

上海賊の を し に 12 み、ス を

勝ち とな て 、県内 50 60 年

する  
 

0

50, 000

100, 000

150, 000

200, 000

250, 000

の

0～14 15～64 65 以上

（ ）

24 , 696

127 , 24 8

4 5, 865

27 , 4 80

127 , 94 4

4 2, 350

31, 514

125, 37 0

34 , 620

36, 564

119, 982

28, 887

4 4 , 319

106, 7 58

22, 893

4 0, 931

114 , 626

25, 068

4 7 , 7 92

97 , 664

20, 84 2

52, 636

86, 057

18, 816

：今治市  
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 文化として 、海の みを し 土 「 し」 「法 」の 、 地 メと

して観 に の「 」 「 子 」な 、 な 地

域に し 文化 る  

（ ） ス 

本史跡 、 大島の

の 800 に する

島 る 本史跡 の

となる 定

して な し

て、ま の となる

上海賊 ジ しく

、 等を て る

業 （能島水

軍） スする

要 る 愛媛県の県庁

地 る松山 、国

317 を経て、 しま

なみ海 / 瀬戸 を

み、大島 を 、県

49 を経 して、 上海賊

ジ 能島水軍

る 島県 の本 、山

の しまなみ海

/ 瀬戸 を み、大

島 を 国 317 、県

49 を経 して 上海賊

ジ 能島水軍

る  

 上記の に本史跡 の定

して な 、

業 （能島水軍）

て る を 用

する と 本史跡を周 する

と 能 る ま 、本史

跡 上 するに 、 会社

上 に する

、 年 上 の土日に

る「能島の 」の に

： （ ） 

： （大島） 

0 10 20

市

今治市

市

市

島市

原市

原市 市

市

能島城跡

317

196

33

0 3㎞

能島城跡

村上海賊ミュージアム

能島水軍

宮窪

1

島

島
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する を 用する 、 しく を する 要 る な 、

５ の の る  

 な 、 ２（2020）年 現 、平成 30（2018）年 7 に 法 土

し 、上 て る  

（５）法 の  

 本史跡 、能島 崎島の 周 の埋蔵文化財 蔵地 史跡指定 にな て 、

文化財保護法（ 、「法」と ）に 保護 て る（ 12 史跡指定 を ） ま

、瀬戸内海国立公 の 一 地域に指定 て る 、 公 法に る ・保護

な て る  

 周 海域 、 業法 11 １ に「 県 事 、 の に する水 に 、 業上

の 用を 、 業 を る に 業 の内 る 業の をする

要 、 、 業の をして 業調 の 公 に支 を な と ると

、 業の に て、海 業調 委員会の を 、 業 、 の

域、 業 の の内 る 事 、 予定日、 に定 業

画 業に て の地 地 （ 的 社会経 的 に 業の すると

る地 を ）、 業に て の関 地 を定 な な な 」と

定 て 、 の 業 、愛媛県告 1436 「 に る 業の

の内 る 事 等」に て る  

10：  

0 50 100 ㎞
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３  史跡  

１  指定に る経  

（１）指定 の調査 

鵜久森経峰 13（1938）年10 に、史跡として の文部大 の指定を する 、

能島城の調査研究を の調査 14（1939）年に 『伊 水軍と能島城

趾』に記 て 、能島城の 遺構の現 記 て る  

 11の「能島城趾 」に 、「本 」「 」「三 」「 」「 出 」「 崎出

」の の郭 「 」「 」な るとと に、「 地」な の 用 に て

記 る ま 、「 」「 大 」な 、 部に る

トの存 て る と 注 す と る  

 書に ると、能島の現 として「海 の の な と 本 、

、三 、出 等の跡 として て る」とし、周 る 、

の鵜島に して「 」と 出 、 崎島に して 「 出 」 るとして る

な 、能島城の に て 、「能島に 崎島に な の跡 て な 」として

る   

 ま 、鵜久森 、能島と 崎島との周 に 、水軍の 地として 要な軍 、 の

の な の として る すな ち、 崎島の と能島の に 出し

とを する て の な と考 て る に、能島の に る 地

の に 、マ ま の 太 まま海中に て るとして る  

鵜久森 能島城を「 な関 城 」「 日の海軍要 部 の をなす の」と

づ 、軍事的 としての を 調し  

の鵜久森 の調査成 を 、海 の に に注 し、 に 上

11：能島城 （ ） 
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の城跡の を 調し の 上田三平 上田 、 崎城跡 島城跡に

の遺構 存 する とを指 し、海 の遺構 水軍城郭の る とを指 するとと に

に の構 み る の 研究の 要 を指 し  

（２）指定に る経  

14（1939)年に 鵜久森 の 書『伊 水軍と能島城趾』の に の

「史蹟として文部大 の指定を する 地に調査し 」と 、 に 、「 の能

島城趾 年 一 史蹟 勝 記念物保存法の 定に基 史跡として調査指定方を文部大 に

中 る」と記 て る し し、 上海賊 ジ に保 文書に ると、

に の を の 18（1943）年  

の を て、 19（1944）年11 に史跡指定 て る 、文化財保護委員会

中、 報 とな て る と し、 の上、新 に を

出し、 28（1953）年 31日 て能島城跡として国の史跡に指定 史跡の指

定 のと る  

２  指定の  

（１）史跡指定の  

 本史跡 、 28（1953）年 31日に国の史跡に指定 史跡の指定 のと

る  

地 文 記 ５

１年 日

文化財保護法（ ２５年法 ２１ ）

１ の 定に 、 ２ 年 １日 記の

指定しまし します

な 、 １年 日文化財保護委員会告

１１ 報告 しまし 念の し ま

す

史跡

能島城跡

地 愛媛県 大 能島

指 定 地域 の内 １、 の内 ２

の ち の内 １

に る部

文化財保護委員会

委員 一

史跡の指定に て

記
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地 文 記 ５

１年 日

大

文化財保護法（ ２５年法 ２１ ）

１ の 定に 、 ２ 年 １日 記の

指定しまし します

な 、 １年 日文化財保護委員会告

１１ 報告 しまし 念の し ま

す

史跡

能島城跡

地 愛媛県 大 能島

指 定 地域 の内 ２

の ち

に る部

文化財保護委員会

委員 一

史跡の指定に て

記

地 文 記 ５

１年 日

文化財保護法（ ２５年法 ２１ ）

１ の 定に 、 ２ 年 １日 記の

指定しまし します

な 、 １年 日文化財保護委員会告

１１ 報告 しまし 念の し ま

す

史跡

能島城跡

地 愛媛県 大 能島

の ち

に る部

委員 一

史跡の指定に て

記

文化財保護委員会

史跡 （ ） 
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（２）指定の  

史跡の指定 のと る  

 能島城跡（のしま と） 

告  文部 告 11  

指定年 日 28（1953）年 31日 

指定  史跡 

指定基  城跡、国 庁跡、城跡、 公庁、 跡 の 政 に関する遺跡 

指定地域 

、 、 、 、 地の 地

40 内の海 に 地 55 内の海

 

指定  （能島 15 045  崎島 ） 

 

地 

（ 記 て な 定 て な ） 

（ ）、 （ ）、中 （ ）

、 、 、 地 

（ 愛媛県 一 地１） 

 
 （平成 日１ 日 ） 

指定年 日 33 年２ 日 

指定 文 

 予海 に する 瀬戸に て、 代 上義 に と

伝 、 代の 城 ると に伊予水軍の 地とな  

海 の を する に る能島の 上を 平して本 となし、 三

方の 、 、 の三 を て の る に 出して る出 と

、海 を てて鵜島に し、 に 方 崎島と する に 一 の

と する出 る 三の の の に して の平 地をなし、 の

に 入 て の集 に し、 を鵜瀬と 能島の に

海 を てて 崎島 、 の 上 平 て て、出 として 用

て  

能島の 部海 の 上に の の跡 、 、 の の

、 に 三 に する の 、 しくな 三 、

三 五 の に 五 の をなして て 等 物の跡と

る の の の 部海 に 、 の海 に一 、

に 、 に の平地の に 本 基の埋 して る の な

くな の遺構と る  

 崎島の の 上 五 に る に の て、 の

跡と 、 に の 上に の跡 る 能島に する

上に の て、能島と する構 物 と る  

 の に本城跡 な構 く遺存して る なく、史上重要

な瀬戸内海水軍の 地として に 、学 上価 る遺跡 る  
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12：史跡  
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 指定 の調査・研究 

（１） 史的 景 

）文 にみる能島城 

能島城 、 ５（1349）年に「 」、 12（1405）年に「能 」として史 上に現

る海賊、能島 上 の 的城郭として中世 に 能し と る  

の能島城の する 予 島地域 、 上 を とし 海賊 と る海上

な活 を し、 古 文物 の大 る瀬戸内海 の要 に する地

域 の中 要な を
く

する 島、 の 、海 の な に 海

上 の城郭 く て 、能島城 の代 的な の る  

戸 に編 能島 上 の に ると、三島 上 の と る

国を経て瀬戸内海に し、「予 能島 城」 ち入 、 上 の とを と

る ま 、 （1419）年、 上山城 能島城を 城し と る る 、

世の史 を とし の 、一 史 に る な  

一 史 に る「城」としての「能島」の用 に て して な初 、

文 （ ）年の「大内 書 」（『 島 社 文書』） る と 指 て

る〔山内 1992〕 「 景教能 城 」と 、 島 社 る 景教 能島城に

して と 記 て る 世紀中 に 能島城 「城」として て と

る 、 し年代 る史 に 城としての「能島」を す 能 る記 る  

文 10（1541）年に周 の大内 予 島を し に、大内 の海の として活 し

て 井 の を記し 書 る の 「水 」 「 」を て

る と 海上 、大三島・ 崎・ ・能島・ 島 井 に て

て る と る（『 井文書』）  

文に る「能 」 、城としての能島を指す の記 な

、 く「 崎」に注 する と 、 の記 城としての能島を指す 能 を指 る

の『 井文書』に 文 10（1541）年の の出 事を記し 一 の書 存 する

大内義 井 に て 、「 四日、 崎要 、

注 、 、」と る に し の報告書に し、大内義

の とを し 、 ま の史 と の とを して る 、 の記 のな

注 るの 「 崎要 」の文 る  

の史 「 崎」とのみ記 て る のの、 の史 「 崎要 」と て る

ま く「 崎」と 記 「能 」に て 「能島要 」と る と

ると と る るな 、一 史 に る城としての能島の初 る

る ととなる  

し、本史跡 の 集遺物の年代 14 世紀 世紀 る と 指

て る〔柴田 2002〕 ち 城年代 14世紀 を すと 、能島の 用の

として づ る と し 一方、文 の初 、城としての 用、 ま 城 を す

の と と、史 存の の 題 し 山内 、「能島」の用 14世

紀中 の ５（1349）年に る とに し、 の用 にみる「 島」 す に 予 島

活 を て 、 の として能島に 城 て として な と指 し
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て る の 解を ま 、 城 に て 調査に る遺構・遺物 の を

要として る  

と 、城としての能島の に る 能 を す文 史 ると と

な 佐伯真一・山内譲の に る『予章記』の 新の研究に 、基本的な本文を

する の 『予章記』として 的古 書 に る のを「古本 本」として る し

て の古本 の記 の中に、「能島城 」の文 を る と る 山内 本とし

の 「 能文 本」と る の 、 の 方 世紀 18世紀初 に書

し のと  

く古本 として 「 本」 る 、 に 「能島城」の文 る と

注 〔伊予史談会編 1982〕、書 の 本とな 「 『予章記』」〔山内 〕に 「能島

城」の文 記 て 能 ると指 る 題 、 『予章記』の成立 る

、山内譲 久の 代 る 15 世紀 に成立し、15 世紀 の教 の 代に部 的

な 成 、「古本 」 と指 して る〔山内 2018〕 るな 、

城としての能島の記 15世紀代に る 能 ると  

の に 能島城に関する記 く るの 、 して ２（ ）年に、

能島城を の史 に 、「能島要 」と 文 を る と る 軍事

としての「能島」の存 を る用 の一 として づ る と る（『 』） 

「要 」と 用 に し 、 な史 に し 用 を る と る 松田毅

一・川崎桃太 訳し 『フロイス日本史』〔松田・川崎訳 1991〕 る 14（ ）年

に を出 し フロイス 一 、 予 島に をし にし 「大 城」と

文 る 「日本 大の海賊」と 「能島 」 る「 る島」に構 「大

城」 る と 、 の城 能島城 る と考 る に『フロイス日本史』

の 本とな 版（大 史 蔵） 、 の「大 城」の部 に て、 文に

「fortaleza grande」と記 て 、 ト 「grande」 「大 」、「fortaleza」

「要 」と にな 、能島城 教 要 として て とを して る

な フロイス一 の の記 に 、能島城を に 保 を し、 海の を保 する

能島 上 の を る と る ま のみな 、平 の経 活 の として 能

島城 能して 能 を して る 上 の城の を考 る 重要な と

 

の 島に立地する能島城 「城」として る と に て 、 ５（ ）

年に る 城 の 上 の と 事 に し、 る史 「 島」、

の史 「 城」（ 「 代島 上文書」）と記 て 、島の城 「城」として

て と るとする る〔日 佐 2002〕 「 城」と 現

、能島 上 の としての城の を み る と る の「 代島 上文書」に

「 城」と 、 の史 に「能島城」の文 な 、能島 上 にと て城 る

、 る の とを して る  

文 研究に て 、能島城に の 能 る な の ま 、

文 10（1541）年 の能島 上 の を る内 と、 の ２（ ）年の に

る能島城 を て る の軍事的 の ま の に 、現 の
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を 成 と指 て る  

15年（1587）年に 川 景の に て、能島 上 代島に と

川 景書 （『 代島 上文書』）な る 、山内 能島城の 城を の とみ

て し な と指 して る〔山内 1992 1998〕 ・ 城に関する文 史 研究

の指 に て に重要 、 なくと 城 に て 報告書に記し 考古

学的な成 と な  

上の に、文 史 に て「城」 「要 」、 ま 軍事 としての能島城の を る

と ま 「 」としての城 る のの、 用 の 城内の 活な

を文 史 み る と し 、 の に て 、 すると 考古学的に

に る  

ま 文 （1594）年に能島 を し 島 の新 の日記に ると、「 島と

、 賊を る な 、 の にて、 上 の 心 く な 中に

を して」（「新 日記」『 記 雑 編』 32）と 〔山内 2004〕、能島城

城 に の存 を て な る  

の 、 ２（1689）年の 地 に に し、能島に 存 す

る に〔 2002〕、 の の 地 化に 世に の み、 に

て と松の る な島 と景観 化して  

 

）「海賊」に て 

 指定 に て「伊予水軍」 る 「瀬戸内水軍」と を用 て の 地として

の能島城を 調して る 、 上 に関して 「水軍」 なく「海賊」 の

るとする 年の研究成 、日本遺 のスト な 「 上海賊」と 用 を 調

して る 研究 ）に て の を ると、 に の る  

 ・「水軍」 戸 代 の 世にな て の 、 代に 能島 上 を「海

賊」と 一 史 る  

 ・ 初 に し 「水軍」と 用 、海軍の と く、すな

ち軍事的な用 ま のみの を す「水軍」 、 年の研究

にな て る能島 上 の な てしま  

・中世瀬戸内海の「海賊」 な海上活 を 日本史上 の「海の 」として

づ る と 、 の「pirates」 現代海賊と 史的・地 的 景 なる し

て、能島城 中世日本に る「海賊」の城郭と づ る と 、本計画に

て 「水軍」 なく「海賊」と を用 る ととする  

 

）「水軍」と「海賊」に関する な研究 

・ 川一 2005「瀬戸内海の  能島 上 」『 上 文書調査報告書』 教育委員会 

・ 上海賊 会編 2019『日本遺 上海賊調査研究成 報告書 中世日本の海賊と城』 

・山内譲 2015『瀬戸内の海賊 上 の 版 』新 社 書 

・山内譲 2016『 水軍 史』 川 文  

・山内譲 2018『海賊の日本史』講談社現代新書 
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（２）  

）地  

平成 14（2002）年に能島

崎島の を

平 等を 成し、平成 18

（ ）年 に策定し 『史

跡能島城跡保存活用基本計

画』に て 、 13 のと

、地 の再 を

て る 本計画に て

地 に の

とする 、調査 保護の

を に る 、郭Ⅱを

・ ・ に し、 る

「郭 の 」「郭Ⅱ

の の 」な

、 要 に て を

する  

 ）  

能島 

能島 島 を大 く三

に 平して 、 郭に

る 部の郭 （ 25

）、 を く 郭の

を する郭Ⅱ、 に

する郭Ⅲ する ま 、

、 に 出し

に な郭

成 る 郭 、郭 とし、一 的に出郭と評価 る に、能島 に 、

平 成 、 を 部平 地と 、能島 と に する郭と考 て る

ま 、 島の 崎島の 部 平 る と 、郭 として る な郭 上 る

、 部に な平 く 成 て る と 郭Ⅱ 郭 の 、郭Ⅲ

の 部平 地 、 ま の 上 る  

 現 地 を る 、能島城の 、 の 能を し と 考 る な を

て な 海 に し の な 、 的 地 の

る 、能島周 を る し、 の上 、 ま 郭の に土 成 て な

跡 な ま 、 を する 、 の 現 な  

海 部の ま 能島 の な入 、 を 成し周 の

13：地
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平
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瀬戸を する の に して る と 、能島城の 要な としての 能

定 る ま 、 部海 、能島 海 を し、瀬戸に する と に

に し の となる 、中央部 的 る の 部平 地に する

海 、現 の て る のの、 に る の 、

ま と の の の 、 な し て、 の に し

海 、 ま と 部海 の中央 となる  

 海 部 郭 の城内 、 的 、 に平 成 る ま

、 部平 地 郭Ⅲ・郭 、 部海 郭 の の なくと ト 現

の地 定 る 現 の と る 、 に現 と の城内

重なると 定し 、 構 、 に て な な  

 の に、能島に 、郭 Ⅲ、出郭と る郭 、 、 して 部平 地 し、

の郭を と、海と郭を 、 と考 る な とな 、 を て

ると考 る し し、 を 、土 、 、 と 山城に な

、ま 、 雑な 構 な な 、 て な 構 、城

の と考 る  

 な 、 しく する 現 に る の成立 に て 世紀中葉と考 る  

 

島 

 崎島に の郭 （ 崎出 ） 成 て （ 18 ）、 部に

（ 指定文化財）を る る 、 戸 代の 能 る の 、

11（ ）年に し、現 の の 平成 10（1998）年の再 る

崎島に な 、 世の文化財 る 能島城との関 と

考 る ま 郭 に 代と る五 の部 基 る 、 の く

の る のの、鵜島 入 と 古 の 、 にのちの調査 郭 に

地等の の となる遺構 出 て な と 、能島城との関 と考

る  

崎島の周 に しく の る の に土 、 、 な の

な 崎海 の 、 に ト く る 、 構 、

の な 海 に 海上 の 地蔵 る 、現 の の 平成２

（1990）年 に の る の地蔵 に 海中に して ると

る 、初代地蔵の年代 なく、現 能島城との関 を る と な  

 

 ） の  

 な る を として能島城の を と評価するの の るとし、

に 現 な の存 を 調し 解 る すな ち、「海 とな 、

土 」 、 を として活用 る海 上 になると 方 る〔山

内 1994〕 に 大 10 ト（ 18 ）に なる大 の に を し

と な  

 し し、 を に 定な とする 方 る〔日 佐 2002〕 ま 大 て
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一日 、 の周 ま 、大 に し 上 物 の

となる ま 、 に 大 1.4 ト（ ２ ）の 、 を し

て る な に る 定な ると評価 る  

 と 、 海 、 に る インの構 な て と考 ると、 ま

なく周 の海 能島城の の一部として る と  

 

（ ） に 調査の成  

）経 と調査 要 

 調査に て 、平成 15（2003）年 平成 （2015）年 に て 部 郭の

調査 、 の 報告書として て ま 、平成 30（2018）年 に 、本計画

策定に の基 となる ま の調査 と 新の研究成 を 報

告書を し  

 、地 とに調査 をまと る ととし、 の 、 調査報告書 報告

書を 調査報告書 １のと る  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１：発  

年 イト ・編 ・

埋蔵文化財調査報告書 集
史跡能島城跡－平成 ・ 年 ト調査報告書－

教育委員会

埋蔵文化財調査報告書 集
史跡能島城跡－平成 年 ま 調査報告書－

教育委員会

2008
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 年 能島 部海 調査報告書－
教育委員会

2009
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 年 郭 ・ 部平 地調査報告書－
教育委員会

2010
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 年 郭Ⅱ・郭Ⅲ・ 部平 地調査報告書－
教育委員会

2011
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 ・ 年 郭 ・郭 ・郭 ・ 部平 地 海 調査報告書－
教育委員会

2012
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 ・ 年 郭Ⅲ（ ２・ ）調査報告書－
教育委員会

2013
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 ・ 年 郭Ⅱ（ ２・ ）調査報告書－
教育委員会

2014
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 ・ 年 郭 調査報告書－
教育委員会

2015
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 年 城内 調査報告書－
教育委員会

埋蔵文化財調査報告書 集
史跡能島城跡－平成 年 城内 （ ２ ）調査報告書－

教育委員会

2019
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 年 に 調査 報告書－
教育委員会
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） ト・海 （ ス）・ 部平 地の埋 立て

 能島・ 崎島の周 を る の平

地 る海 （ ス）と 382基の

ト る 能島城の 大の 海 部の遺

構に ると て なく、と

ト 予 島の を中心とし

海 の城を とし 中世遺跡に に

る遺構 、地域 の遺構として

て重要 る  

 ト 、 、 、 、 物

な 、 崎城 島城跡の

調査 トに て に

て を る と る と評価 て る 、能島城 な

の 海 に て なる と にな て る  

 部海 、 、 ト み の の 物 に の

な 出 、 み 、 海 内 地 に て 能 な て と考

る ま 、 部海 と 部海 に 1 基 １ を る大 ト

て 、 活用水を る 能を 水 ると 定して る  

ま 、 トと る ト 、海 ス上 の海

ス上 に、 なくと ５基 を の を て と考 、海 ス

上 の として 用 て と考 る ま 、 ま に 、 に を

土 地 て 、 世紀 の のと て る  

 部平 地 、中世 に る海 埋 立て地 、 土 と に

な て る １ 、15世紀 に 成し、上 に の ２

世紀 の 成 、上 に な る 、 立 物跡な

な の 世紀中葉に 成して 、上 に な の遺構 、

として 用 能 る な 部平 地の 、 に 平

出 る「 」の として評価 、 土 地 の と考 る

現 に な る に の構 中世 ま る と

を す 重な遺構 る  

上の と 部平 地の な 、 なく、物 の

、海 物の 、軍事 な を 的 と

て る  

ま 、 部平 地の埋 立て地 に て 、 基

部 上 なく 上に構 て る と とな

に、 の海 118 本の 出 、 に

て る と 、 出 物 等の構 物となる

能 く、埋 立てに 護 用の と考 て る 、

（大部 48（ ）年 の し して る）の年代
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な 、埋 立て 中世 る 、 の護 要 、

に する 能 る  

海 部 、 の 物 の の を る の 的な て る して

ま 的な 、 部平 地 な の 的 、 部海 のメン ン

ス を と考 、海 とに の なると る

） 遺構

 能島城の 、 を に 平し 構 、山 の な に 水の

遺構 る る に 土 地に て て 、 の 世紀

に に て る 海 と郭を 遺構 、 部平 地 郭 方 、 部海

郭Ⅱ 、 ま 郭Ⅲ方 出 て る の の地 遺構の

能 る地

部平 地 郭 の を に 平し、平 を成 して と

ま 、郭Ⅱ と郭 の に を成 し 平 、 に る と

の の調査 、海 部 と く の 能 と 、 出 成

の平 と 遺構 ト 、 なくと 一 、 世紀 に 、 土 地に

る て る と ま 、海 ス に上 ２ の平

て 、 成 と の ト 出 、 土 地に を て

る て る 郭 の現 の に 成 と考 る

、 の 跡の 能 と て る 一方、郭 の として 、 成

一部 土成 な平 、 遺構の一部を す 能 ると考

る

）郭の調査

（ ） 

郭 能島 部に する 郭 の を 平して 、 の 出部

土 地に 郭を して る と とな の 世紀 と考 る  

す 遺構として 、 立 物跡と地 遺構 る 立 物跡 、 ２

２ の 物跡 、 出 と立地 を井 に 構 し 「井 」と

る 能 る 一方、地 遺構 、土 土器 １ と ５ 一 出

土して 、 物の る の な に の 跡と考 る し て郭

、 なる 活 なく、 としての 能 日 的な として 用 と

る の 世紀 と考 る 、 に て 的 用 る  

（二 ） 

 郭Ⅱ 、郭 を る の を して る 、 、 の に 平 を し、

を の 平 る  

郭Ⅱ 、 の 立 物跡と大 方 土 、地 遺構と る遺構

立 物跡 郭 出 のと 、井 の 能 る 物跡

39

指定 の調査・研究



２ 、内部に と考 る 存 する 大 方 土 と に

土 る に して 、水 遺構と 定 て る 地 遺構

、周 に のを 33 の 出土して る  

 郭Ⅱ 、 立 物跡 の ち

１ 、 を 、能島城 出

立 物跡 大 る 出土遺物 、 世紀

に と考 る の の 物跡 平

ン 存 なく、 上の て

と考 る  

 郭Ⅱ 、 立 物跡 、地 遺構 １基、

大 方 土 基 立 物跡に ２

の の １ と、 ２ の の ２

出 て 、 出 、 なくと ２ 上の

て と考 る 土 土器 25 と 13

埋 出 地 遺構 、 な の

物に関 する 跡と て る ま 、大 方 土 基

、 と に水 遺構と考 て る  

郭Ⅱ 世紀 と考 る 、 的な 用

と ま 、 立 物跡の 出 等

、郭Ⅱ に城内の として 能して 能 と考 る  

（ ） 

 郭Ⅲ 、 な を して る 郭Ⅲ 部

、 地 を 土 成に 平 にして る な

遺構として 、 物跡 、 の

２ 、 中央に 、

２ る 物跡 能島城に て１ の

み る と 、城内に て な を

物 ると る  

郭Ⅲ 部 出 な遺構 、２ の

立 物跡 ２ 、大 方 土 ２基、 遺構

る 調査 の に２ ２ 井 の

能 る 立 物跡の存 ２ の 立 物跡 、 出

と を して て て る 大 方 土 に て 、郭Ⅱ 、 の遺構

と に、 と に 土を て る と 、水 遺構と考 て る ま

、 遺構 、 跡 業 の 用と考 る水 、 業 と る

土 とと に、 、 、 の な の 関 遺物 出土し と考

、城内 する 器の て と考 る  

出土遺物 遺構の 出 、郭Ⅱと に郭Ⅲ の を し

跡  

跡
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と る 、 に としての 用 と て る

世紀 る 、 世の出土遺物 る 、能島城 城 の 用 と

て る  

（ 南 ） 

 郭 、 出 と 、能島 に 出し

の 部に する出郭と る 郭 の の一

部 の 土 地 、平 の成 る

的 と考 る  

出 な遺構 、 110 基、 立 物跡

２ 、地 遺構１基 立 物跡の１

２ 、 と る

物内部に １ 、１ １ の

な 物跡 、 なく な の 能 定

る 、 の１ と する 能 、入 の土 な と 考 る 地 遺構

、土 土器 28 、 82 出土して 、 の郭 出 の遺構の中 大

る 出土遺物 出 遺構 、郭 の郭と なると考 、城内

的な と考 て る  

（ ） 

 郭 、能島 に 出し 上に 成 郭 、瀬戸を に鵜島を

の郭 、 ま と の 古 器 と考 て 伝承の域を しな

調査に て を平 に成 し 遺構 51基、土 １基、 を に

出し 遺構 出 、 伝承を する遺構・遺物 な 、

２ ２ の 物跡の存 指 て 郭 郭Ⅱ な 出 井 の 能

る 遺構に て 、上 平 にな て 、土 に する の 能 考

、 大 0.3 と に 、現 用 る す 遺物に、

部に「 」 書 土 土器 る 「 」の に に一 と 、

な の 能 指 て る  

（ ） 

 郭 、 崎島の 部の平 に 、 の周 部 土に て平 を して る

調査の 、 基の 立 物跡と、方 土 １基、 遺構２基 郭 、

２ ２ の 物跡 出 、井 の 能 、 出 能島との に 要な

と 考 て る 郭 、 ２ の 立 物跡 ２ 出 、

出 存し 能 指 て る 方 土 、 の郭 出 大 方 土 と

の 水 遺構の 能 る  

出土遺物 15 世紀 世紀中葉 、 の郭と し な て

地  
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る 崎出 、能島城内 一 を と る の 日に
し く

島、 ま

能島 上 域の を と る 、 な の 定 る  

）遺構・遺物 み 郭の 用

郭 出 遺構の 15、年代 の に て 、 ２に して る  

出 な遺構に、 立 物跡 20 、 物跡１ 、大 方 土 基、

遺構１基、地 遺構 基 る  

 立 物跡 ２ 四方の 物跡 郭 、郭Ⅱ 、郭 に 、 の 能 る の

郭Ⅲ 、郭 に して る 郭 を 、能島 に集中して 、井 の 能 指

て る の ２ る の の く、 ま と考

る 郭Ⅱ ・ ・ 、郭Ⅲ の 久的に

能 指 る  

 物跡 郭Ⅲに し、 （ ま ・ 部平 地） に ス る

、 一の 物 る 、 し 陶磁器の の の出土

「 」 と 定して る  

 大 方 土 、 と に 土 をし 土 、一 ２ を る大 の の 立

立 物跡に する と 、 の構 「水 遺構」と 定して る 能

島城 井戸等の 水 な 、 の「水 」に るを な と

、 水の を し を な 大 の土 を し、 水を 、 用し の

と考 る  

 遺構 郭Ⅲ 出 、「 」 て と とな 能島城

、 る の の る 城内 と

考 る  

 地 遺構 基 て る 、 古 15世紀中 、 の 、

と な地 の て と る 海賊 の の一 を み る と

 

遺物の出土 を すると、 郭の の を に しく る と る 郭 、

土 土器 （ る「 」）

95 を るのに し、 ・ な

の 蔵 、 ・ ・ な の調

な 、 に用

る イ と考 て る 、能島

城の 郭 、 なく 日 的

な と る  

一方、郭Ⅱ 立 物の な

に 、 活 器 ・ と に

に出土して る と 、 な

として る に郭Ⅱ

に関して 、 と る
14： （発 １ ） 

郭

0% 郭

12%

郭

5%

郭

15%

郭

3%
郭

8%
郭

2%郭

0%
郭

16%

39%
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し 陶磁器 の郭と て 出して と 、 定 な 、上

の 能 る 郭Ⅲ 、 の存 、 活を する の郭

と考 る 崎島の郭 に の 物跡と 活 器 く出土して る と 、

としての ると る  

ま 、能島城 に用 る土 500 上出土して る 、 の出土 を ると海

の郭 る 部平 地 く、 の 活 る郭Ⅱ、郭 る 平 に

の郭に て の 入 な て の 城内を とする海賊 の 活と

業の 的に る  

２： （ P.112 用） 

地点 遺構 略号 規模 時期 時期比定根拠等

郭Ⅰ
掘立柱建物 SB-１ ２間×２間 16Ｃ前葉以降に廃絶 柱穴埋土の景徳鎮白磁皿

地鎮め遺構 SP-175 皿１、銭５ 15Ｃ後半 土師質土器皿（草戸千軒町編年Ⅳ期前半）

郭Ⅱ東

掘立柱建物 SB-１ ２間×２間 時期不明 SB-２、３と切り合うが前後関係不明

掘立柱建物 SB-２ ２間×３間 時期不明 SB-１、３と切り合うが前後関係不明

掘立柱建物 SB-３ ２間×３間 15Ｃ末～16Ｃ初以降に廃絶 柱穴埋土の土師質土器皿

大型方形土坑 SK-１ 長2.4～2.8×短1.75～2.05m 時期不明 SB-２と並存か

地鎮め遺構 SP-１ 銭33 時期不明 紹定通寶（初鋳1228年）以降

郭Ⅱ南

掘立柱建物 SB-４ ３間×４間 16Ｃ前半以降に廃絶 柱穴埋土の土師質土器皿

掘立柱建物 SB-５ ２間×４間 SB-４廃絶後 柱穴の切り合い関係

掘立柱建物 SB-６ ２間×３間 15Ｃ以降か 柱穴埋土の亀山焼系瓦質土器擂鉢

掘立柱建物 SB-７ ２間×４間 時期不明 切り合い関係、遺物なし

郭Ⅱ西

掘立柱建物 SB-８ ２間×４間 盛土⑥層以降 盛土⑥層はSK-７（15Ｃ中～後半）以前

掘立柱建物 SB-９ ２間×４間 盛土⑥層以降 盛土⑥層はSK-７（15Ｃ中～後半）以前

掘立柱建物 SB-10 ２間×３間 15Ｃ中頃～後半以前 地鎮め遺構SK-７に切られる

大型方形土坑 SK-３ 長2.2以上×短1.9m以上 時期不明 SB-８、９と並行か

大型方形土坑 SK-４ 長3.1×短1.63m 時期不明 SB-８、９と並行か

大型方形土坑 SK-５ 長1.4以上×短1.16m 時期不明 SB-８、９と並行か

地鎮め遺構 SK-７ 皿25、銭13 15Ｃ中頃～後半 土師質土器皿（草戸千軒町編年Ⅲ期～Ⅳ期前半）

郭Ⅲ南東 礎石建物跡 SB-１ ２間×４間 16Ｃ前半以降 先行する石列内の備前焼大甕

郭Ⅲ北西

掘立柱建物 SB-２ ２間×３間 時期不明 SK-４、５と並行する可能性あり

掘立柱建物 SB-３ ２間×３間 16Ｃ前半以降 鍛冶遺構以降

大型方形土坑 SK-４ 長2.7×短1.9～2.0m 鍛冶遺構に先行 鍛冶遺構に切られる

大型方形土坑 SK-５ 長2.95×短2.0～2.1m 16Ｃ前半以前、鍛冶遺構に先行 埋土の遺物から16Ｃ前葉以降に廃絶、鍛冶遺構に切られる

鍛冶関連遺構 SX-６他 - 16Ｃ前半頃 放射性炭素年代測定+SK-５との切り合い

郭Ⅳ

掘立柱建物 SB-１ １間×１間 15Ｃ末～16Ｃ初か 地鎮めの可能性があるSP-47出土遺物

掘立柱建物 SB-２ ２間×４間 15Ｃ後半～16Ｃ初以降か 内部のSP-51の土師質土器及び地鎮めSK-１

地鎮め遺構 SK-１ 皿28×銭82 15Ｃ末～16Ｃ初 土師質土器皿（草戸千軒町編年Ⅳ期後半新段階）

郭Ⅵ

掘立柱建物 SB-１ ２間×２間 15Ｃ末～16Ｃ初頭頃以降の廃絶 埋土の遺物

掘立柱建物 SB-２ ２間×４間 16C前半以降の廃絶 埋土の遺物

掘立柱建物 SB-３ ２間×４間 時期不明 SB-２と並存か

大型方形土坑 SK-１ 長1.62×短1.16m 16Ｃ前半以降の廃絶 埋土の遺物
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）能島城の 用 の

能島城１ （15 ） 

部平 地の 土 地１ 成し 、 の とを 的に評価すると、能島

郭の 成 本 的に と る 能島 上 に る「能島」の 用 、出

土遺物 の の を て 定的に出土する 14世紀中 と考 て 、

の 「 城」 となる 定 な 文 上の能島 上 の な初

５（1349）年 る 、 調査の成 と する 15世紀 ま に 城

、 陶磁器 の 入 し、 用の本 化 る な 崎島 、 の の

な 出土して る 用 る 、 出 遺構 する と

考 る の 用 る

能島城２ （15 ） 

郭Ⅱ 土 地 、 くと 15世紀 に 成し、 の を 用して 立

物 地 遺構 る 15世紀 と考 る地 遺構 郭

、基 となる郭 構 て て、 、 、 、 磁 、 、 磁

３： （ P.131 用） 

※性格・機能・器種の分類は〔柴田2003〕を参考に作成した ◎ 半数以上（各郭出土遺物の50％以上を占める）
※食膳具の皿には、灯明皿を一定量含むが細分はしていない ○ 多い（同20～30％程度）
※貯蔵・調理・煮炊具は器種分類が困難な小破片を含むため、細分していない ○－ やや多い（同15％前後）
※壁土状土塊は、数量を把握していないため有・無で記載 △＋ やや少ない（同10％前後）

△ ごく少量（同５％未満）
× 出土していないか、小片のため確認できない

性格 機能 器種

郭Ⅰ 郭Ⅱ東 郭Ⅱ南 郭Ⅱ西 郭Ⅲ北西 郭Ⅲ南 郭Ⅳ 郭Ⅴ 郭Ⅵ

特記事項

南部平坦
( 参考）

見近島
（参考）

掘立１
（２間総柱）

地鎮め１

掘立１
（２間総柱）

掘立２
（建替有）

水溜め１
地鎮め１

掘立４
（建替有）

掘立３
（建替有）

水溜め３
地鎮め１

掘立２
（２間総柱）

掘立２
（建替有）

水溜め２
鍛冶１

礎石１ 掘立２
地鎮め１

掘立１
（2 間総柱）

掘立１
（２間総柱）

掘立２
（建替有）

水溜め１

盛土整地
（以下、整地層

出土遺物のた
め、南部平坦地
の機能を示す

ものではない）

建物 15
土器溜り

生活

食膳具 碗・坏・皿 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 郭Ⅰ土師質
土器皿突出 ○ ○

貯蔵具
調理具
煮炊具

甕・壺
擂鉢・卸皿・臼
鍋・釜

△ ○ ○ ○ ○ ○ △＋ △ ○－ 郭Ⅰ以外は
一定量出土 ◎ ◎

奢侈品
（希少品）

青磁瓶・盤・香炉
褐釉・三彩等 △ △ △ △ △ △ × × △ 郭Ⅱ西・郭

Ⅲ南多い △ △

茶道具 茶臼・茶入れ・天目茶碗 △ △ △ △ △ △ × × △ △ △

文房具 硯・水差し △ △ △ △ △ △ × △ △ 水差しは郭Ⅱ
東の 1 点のみ △ △

遊戯具 碁石・瓦玉 △ △ △ △ △ △ △ × △ △ ×

化粧道具 鉄漿皿（銅製容器）
鉄漿壺 × △ × × × × △ × △ △ ×

その他 砥石 △ △ × △ × △ × △ △ △ △

銭貨 唐銭・宋銭・明銭
無文銭（単独出土） △ △ △ △ △ △ △ △ △ 全郭出土 △ △

宗教
仏具 土製仏像 × × × △ × × △ × × 郭Ⅱ西・郭

Ⅳで各 1 点 × ×

地鎮め 銭貨（一括出土）・皿 △ △ × △ × × △ × × ４か所 × ×

生業・生産

漁具 土錘 △ △ △ △ △ △ △ × △ △ △

農具 鋤 × × × × × × × × × × △

鍛冶 羽口・鉄滓・鍛造剥片 × △ △ △ △ △ △ △ △ 鍛冶遺構は郭
Ⅲ北西のみ △ △

軍事

武器 鉄鏃・小刀
刀装具・刀子等 × △ × △ × △ × × △

郭Ⅲ南・郭
Ⅵやや多い

△ △

武具 小札・八双金物
覆輪・鞐等 × × △ △ △ △ × × △ △ △

附属品 笄 × × × × × × × × × × △

建築
金物 釘・鋲 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 全郭出土 △ △

その他 壁土状土塊 有 有 有 有 有 有 有 無 有 有 有

遺構・遺物から想定される郭の主な性格 儀礼
監視 居住 居住 居住

（上層）

居住
生産

監視？
倉庫 居住

（儀礼）
不明

監視？
居住
監視

多目的
ヤード

集落
流通拠点
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実年代 時期区分 能島村上氏をめぐる動向利用形態の変遷

1350
1349 年　「野嶋酒肴料三貫文」（「東寺百合文書」）
　　　　  能島村上氏の初見史料

1434 年　伊予・周防の海賊衆、因島村上氏、遣明船を警固（「満済准后日記」）
　　　　  足利義政、野島関立等の討伐を小早川氏に命じる
　　　　（「足利将軍御教書并奉書留」）

1456 年　能島村上氏などの弓削島荘園の「押領」が非難される（「東寺百合文書」）
1462 年　能島村上氏、小早川氏一族小泉氏らとともに弓削島を押領する
　　　　（「東寺百合文書」）

1510 年頃　能島村上氏が細川高国から「塩飽嶋代官職」を与えられる
　　　　　（「屋代島村上家文書」）　

1536 年　村上武吉の誕生（「光林寺文書」）　
1541 年　「能嶋」が大内氏配下に攻撃される（「安芸白井文書」）
1547 年　厳島神社神主の「能嶋在城」（「厳島野坂文書」）
　　　　  この頃、村上武吉が家督を継承か
1551 年　大内氏の滅亡
1555 年　厳島合戦

1571 年　「能嶋要害」が来島・因島村上氏らに包囲される（「萩藩閥閲録」）
1577 年　讃岐元吉城からの元吉の帰着が「御帰島」「御帰嶋」と記される
　　　　（「屋代島村上文書」）
1584 年　能島村上氏が国分山城を普請（「屋代島村上文書」）
1586 年　フロイス一行らが能島城に立ち寄る（『フロイス日本史』）
1587 年　能島村上氏が屋代島に移る（「屋代島村上文書」
　　　　  小早川隆景の筑前国替えに伴い、この頃に能島城退去か
1588 年　海賊禁止令
1594 年　島津氏の家臣新納忠元が能島沖を通る（「新納忠元日記」）

1400

1450

1500

1550

1600

能
島
城
１
期

能
島
城
２
期

能
島
城
３
期

能
島
城
４
期

12 世紀後半～ 13 世紀前半の遺物が散見

貿易陶磁器・備前焼の安定的な搬入が

開始される

南部平坦地の盛土整地開始

南部平坦地の盛土整地（第１段階）

貿易陶磁器等の遺物量が増加

少なくともこの頃までには、郭Ⅰ・郭Ⅱ西

で岩盤成形の郭を形成されている。

郭Ⅱ西では盛土整地も確認。

郭Ⅱ西で掘立柱建物の存在が確認される。

地鎮め遺構（郭Ⅱ西）

地鎮め遺構（郭Ⅰ）

出土遺物、遺構からみた城の盛期

生活容器類、貿易陶磁器等の増加

掘立柱建物とその建て替え、大型方形土坑

が郭Ⅱ、郭Ⅲで確認される

郭Ⅲには鍛冶屋が存在

盛土整地による通路の改修、郭の拡大

南部平坦地の盛土整地（第 2 段階）

南部平坦地盛土整地（第 3 段階）の完了

鯛崎島の利用活発化

能島の北側に築かれた２間 ×2 間総柱建物

が井楼ならばこの頃か

貿易陶磁器など遺物量が減少するが、

継続して利用される

近世以降の遺物も散見される

、土 土器 な の 15 世紀代の遺物 く出土する と 、 な郭の 成と活 な 用

る と考 る の の能島 上 、 川 一 の とと に

島の を「 」するな （「 文書」）、 予 島 に活 して る と考

る 、能島城に関 し 記 る一 史 る  
能島城３ （15 16 ）  

16世紀 に 部平 地の 土 地２ 成し、 ま 部海 郭Ⅱ の

城内 、郭 の 出部な 、 地 土 地に る城の 平 の 大 る 郭

出 立 物 の ・ 、遺構 み と る  
郭 土 土器 出土土器・陶磁器の大 を 、 活 器 な と

の として 用 郭Ⅱ 、 、 の 平 立 物 存 し、 の

て る  
郭Ⅱ に として 用 る 、郭Ⅱ 陶磁器の出土 出し、

く出土するのに し、 陶磁器の出土 の １ にと まるな な

る 能島 上 の な ・ し とす 、 の と

定 る 郭Ⅱ、郭Ⅲ 立 物に 水 と考 る大 方 土 て

と考 る  
の郭Ⅲ の 物 の と考 、郭Ⅱ とと に能島城の中 域

と る 物 「 」と考 て 、 ま 部平 地 し

物 、 に集 能 る ま 郭Ⅲ 部 ま 、 る

な を中心とし て の 、 活 器 の出土

能島城の とみて し な  
能島城 （16 ）  

部平 地の 土 地の 、現 ま る郭の 成し

る 、 の 16 世紀中葉を画 として、 陶磁器 な に る 16世紀 の中国 陶

磁器 な 出土 る 、城の 用 て る と 、

に く 入 て 島 陶磁器 な な 、 の に 化

る 16世紀中葉を画 として能島城の 用 、 の構 化し 能 を して る

と  

郭 、郭Ⅱ 、郭Ⅲ 、 崎島郭 出 ２ ２ の 物跡 、埋土の出土遺

物の 16 世紀 葉 の と考 、 の す 16 世紀 中心

る 城内 の 活 ま の遺構として るな 、 の る井 と考 る

と 、 るな 、郭 瀬戸の 、郭Ⅲ 伯方島と鵜島の に る

瀬戸、郭 方 の 、 る に て を す

と 定 る  

ま 能島と遺物の なるの 、 崎島郭 る 16世紀中葉の を す中国 陶磁

器の出土 立ち、 島 城２ の 方〔柴田 2001〕と して る 崎島

の ま し 能 る の 景として、軍事的 の ま に る 方

の の 化な 定 、 崎島の 用 活 化し 能 る 器・ の出土

郭Ⅲ と の郭 立 と 関 な   
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実年代 時期区分 能島村上氏をめぐる動向利用形態の変遷

1350
1349 年　「野嶋酒肴料三貫文」（「東寺百合文書」）
　　　　  能島村上氏の初見史料

1434 年　伊予・周防の海賊衆、因島村上氏、遣明船を警固（「満済准后日記」）
　　　　  足利義政、野島関立等の討伐を小早川氏に命じる
　　　　（「足利将軍御教書并奉書留」）

1456 年　能島村上氏などの弓削島荘園の「押領」が非難される（「東寺百合文書」）
1462 年　能島村上氏、小早川氏一族小泉氏らとともに弓削島を押領する
　　　　（「東寺百合文書」）

1510 年頃　能島村上氏が細川高国から「塩飽嶋代官職」を与えられる
　　　　　（「屋代島村上家文書」）　

1536 年　村上武吉の誕生（「光林寺文書」）　
1541 年　「能嶋」が大内氏配下に攻撃される（「安芸白井文書」）
1547 年　厳島神社神主の「能嶋在城」（「厳島野坂文書」）
　　　　  この頃、村上武吉が家督を継承か
1551 年　大内氏の滅亡
1555 年　厳島合戦

1571 年　「能嶋要害」が来島・因島村上氏らに包囲される（「萩藩閥閲録」）
1577 年　讃岐元吉城からの元吉の帰着が「御帰島」「御帰嶋」と記される
　　　　（「屋代島村上文書」）
1584 年　能島村上氏が国分山城を普請（「屋代島村上文書」）
1586 年　フロイス一行らが能島城に立ち寄る（『フロイス日本史』）
1587 年　能島村上氏が屋代島に移る（「屋代島村上文書」
　　　　  小早川隆景の筑前国替えに伴い、この頃に能島城退去か
1588 年　海賊禁止令
1594 年　島津氏の家臣新納忠元が能島沖を通る（「新納忠元日記」）

1400

1450

1500

1550

1600

能
島
城
１
期

能
島
城
２
期

能
島
城
３
期

能
島
城
４
期

12 世紀後半～ 13 世紀前半の遺物が散見

貿易陶磁器・備前焼の安定的な搬入が

開始される

南部平坦地の盛土整地開始

南部平坦地の盛土整地（第１段階）

貿易陶磁器等の遺物量が増加

少なくともこの頃までには、郭Ⅰ・郭Ⅱ西

で岩盤成形の郭を形成されている。

郭Ⅱ西では盛土整地も確認。

郭Ⅱ西で掘立柱建物の存在が確認される。

地鎮め遺構（郭Ⅱ西）

地鎮め遺構（郭Ⅰ）

出土遺物、遺構からみた城の盛期

生活容器類、貿易陶磁器等の増加

掘立柱建物とその建て替え、大型方形土坑

が郭Ⅱ、郭Ⅲで確認される

郭Ⅲには鍛冶屋が存在

盛土整地による通路の改修、郭の拡大

南部平坦地の盛土整地（第 2 段階）

南部平坦地盛土整地（第 3 段階）の完了

鯛崎島の利用活発化

能島の北側に築かれた２間 ×2 間総柱建物

が井楼ならばこの頃か

貿易陶磁器など遺物量が減少するが、

継続して利用される

近世以降の遺物も散見される

：能島城 能島  
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）地域伝承と 調査成  

 本史跡に 、地域伝承 く 、本史跡指定地内に 伝承に関 る文化財等 て

る 、 な伝承を し、 能な 調査に る を る  

能島  

 出し の る 、能島に な て の 、 の に 物

埋 て ると をし 、 する 能島を ると、 の な て

の を る と る る 「 に な て の る 」と 、上 して

みて の なくなる ま 、地 の に くと、 に て な て の

を る と ると し し、 日 て の を して る と な と

 

目  

「三 の の出 を に『 一 の 』と の の に （ ち）の 『

一 の 』 て 」（『伊 水軍と能島城趾』）と 伝承に 、郭Ⅲに

の存 定 て 、 調査に  

 

郭 、鵜久森 の調査 に 「 」と 、現 地 て る を

る と と 能島城の 器 、 る 、 の鵜島に て を る 古を

て と 伝承 る 調査の 、出土遺物 しく、 な の 器 出土しな

 

（ 地 ）

、 崎島の の上に の地蔵 る年の 、

ジ と く の子 ジ 、島の く 子

ジ 島の く く に、 ジ 心し

て の上 を と 、 の に て

しま 、 ジ を まし に 、 くな て なく

な てしま の ち子 ジ て大 にな

子 ジ と する ジ を て、 崎島の地蔵

立ち上 、 の を 、 の ま て 地蔵 し

く海を 、 を の して 、 「 」と大 な を 出す

と、 、イ く の ち 、 ジ の周 に集ま て して、地蔵の

に て ジ を海 と して ジ ち 、「 年 年 とと に

に て ます 」と をして て 年、

ジ をしに る にな  

地
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（ ） 

 崎島の の中に 、地 「 ン ン ン」と る

て る 調査に ると に る「

年」の文 、 20（1413）年、 る 20（ ）年

に と る の構 地 戸 代

の のと考 、 指定文化財にな て る 、 な調査

て な の 24日に 出店 、大 の

に て をして ま 、 ン ン ンの日に 、

ジ して と （上記の ジ の ） 、 崎

島に 「 地蔵（ 崎地蔵）」 て る  

 な 、郭 の 調査 、 の年代と る 戸 代の遺物 と 出土し

て 、 の 跡 考古学的に な 11（ ）年に 立し

の 、現 の の 平成 10（1998）年の再 る  

ま に 20（1413）年の として 、15世紀 の に 遺構遺物

現 のと て な  

（ ）水中遺跡としての評価 

 年 、水中考古学研究の の保護の 方に関する み 中 、水中遺跡

としての づ 注 を て る に ト 、 に に する「水

の遺構」として の 指 て 、海と の を す 国的に 重な海 の遺

跡 る 、 な 保護を 要 る  

（５）周 の関 遺跡 

能島 上 の本 地の 方 、能島城のみ 解釈 る

の なく の大島 の関 遺跡に て 注 する

要 る 研究 、能島城の に する「水 」

の存 に し、水 「 なる 水の 地にと ま

な 海城の 地」として、海城と水 集 一 とな て

海賊 の を 成し と 指 て 〔山内 1994〕、

の 方 現 の とな て る 的に 水 、

跡、 城跡（ の遺跡）、 跡な 、

に 戸代 に する古 遺跡 トと

構 の「 」 海 て 、 上 関 遺跡 水中 周 に存 する

能 る  

能島城 方 １ に する 島（城跡） 、1980年代の 調査 年の 研究に

、城郭の 跡 、 し な 集 、能島 上 の の として

能して と 指 て る  

上の に、 を とし 周 に て 中世遺跡 て 、 と能島城

一 とな て能島 上 の本 地を 成し のと考 る  

能島城
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 ま の と保存を す の調査 

（１） の 史 

 指定 に て本史跡 大 な として 、 に 記の２ る  

 ） 48（ ）年 に る 部平 地 の  

 な 記 て な る 、 48（ ）年の に

、 部平 地の 大 に し、 の 土に て 出 と 49

（ ）年に 事 平成 22（2010）年に の を し、

部 と 存する部 に ての を て る  

 

 ）平成 30（2018）年 に る  

 本史跡 する の平成 30（2018）年 ５日 日に ての

、24 大 、 大 28.5 、 の すと 、 ま

経 し とのな し 本史跡 地  

 に し の 、能島 部の ま に し る 上部 ン

地 にな 、中 、 土 出し、地山 出し の 遺構の土 となる中世

の 、 の一部 、 る 土 郭 （本 ） の し、

郭 の 城 な とな 郭 土に て郭 成 て 、 の一部

して る 部 出し 土 、 部平 地に し にま る 、遺物

く ま て 、 日、 の 集を 部平 地に し 郭Ⅲ の 土

し と 、 に し、 とな 崎島 、 土とと に地山 大

く し、 出して の一部 して 、 崎出 の 城 能な

 
 

（２）保存を す要  

 ） 要 

に 本史跡の 調査 、保存 に 要な地 報、 水 出 の 遺構の

保存に る に て 調査 として 水 出 の 、 ・ に

る 浪な にして本史跡の価 を る の 的 子 る を要する部

に て ると 、 策 て ると る 本 調査成 に基

づ て保存を す要 に ての 要を る ととし、地 の現 と課題、保存の方

と方法に て 本計画 ５章 に て する ととし  

 

 ） 水等に る  

本史跡の保存を す要 の 一に、 水の 出に る、 ・ を る と

る とくに の 能を 海 に し な の 、 の 要と

て る 平成 20（2008）年 に 水 水基本計画を策定し、 の郭の とと に

る に計画 、 念な 平成 30（2018）年 に の 念 現 の

のとな 現 、 に みを して ると る の を

、現 水 出 と考 る に し と る  
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16： 30 年 月 30年 24  

0 120
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） ・ 浪・ 跡 に る海  

に、 し と 浪に る海 部の と る 大 10 ト（ 18

）に なる に の を 、 年 を て を し して

る ま 、 の 、 の を 、 ン 地 成 る の

と、 一の要 る 水 出と ま て、 の大 を くと考 る 平成 30（2018）

年 を ま ン 部 に土の を するな 策を

て 、 策の 化 要 る  

、 現 る を な 部 る 、新 な 題として、 物

な する に する （ 跡 ）の る

の 化 大 化に る の 大 る る

部に て 、す に な を て して る 、す

ての保護に 大な 用と、 景観、 史的景観を

な る の として、部 的な 事の

とと に、海 部に る遺構の 調査を して記 化を

ま 大 トに て を 、 を

成し 上海賊 ジ にて 公 を て る  

・   

大   
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） に る遺構の 景観  

に る 的に 、 の に る遺構・遺物の る 10（1935）年

の 真を する に て 、大 と なく、郭の と て  

 の現 の と の 方法を考 る に、愛媛大学の を て本史跡の

調査を平成 20（2008）年に し と 海 に し な 、 に て

て る と 、大 の る  

 ま 本史跡の 調査の 的の一 に、 の 遺構に る の調査を 定し 調査

の方法 、 を に し まま を 、 の 方を と 、 の を する

な方法 る 調査の 、 の 遺構を して る と 一 、 メイ

の 上を 、 土 に て 、土 土器 28 、 82 の上 、

重なる中を し、 を して る と とな の地 遺構 、 の

に を して の 、 の の になるととと に、 を 成する

の な に な の遺構 15 世紀 世紀初 に づ

る 、 500 年 て 遺構 、 の 代に メイ に て

て る と る  

 の の部 の埋土 、 の に なく入 み、遺構を

して く ま を くし の 、 土と の の に入 み、

を て るのと に に を まま 、遺跡を大 く する

 

 上の に、 の 郭の メイ 遺構に を して る と とな

メイ 、 初 国史跡の指定 の （1931）年 に 、 の 、 的

に と して 的に遺構を す にな 、 的に の

葉に て土 、 て な の する基 となる とな て

な と る 、 の事 にな 上、 の 策 要 る  

 の に て 、 の指 に て、平成 25（2013）年 計画的に を 、

現 郭の る に て る メイ に て 現地 会 ン

ジ 、 会を し、 一部 の集 な の 策を して ると る  

  

53

ま の と保存を す の調査



５  ま の  

本史跡 、 28（1953）年に国指定史跡とな 、 48（ ）年に 愛媛県 『水軍文

化の里』に 定 、県の に る「文化の里 事業」を し の事業に 、本史

跡の のみな 関 文化財の 調査 し  

平成２（1990） （1992）年 に 、 ・四 ・ ・ ・ ン 等を し の

な国・県の を て 政 事業 に 、地域 に る 、 上海賊

の 史文化を活 し まちづく な 、 ま まな み て  

 平成13（2001）年 、本史跡の保存活用を 的とし 「史跡能島城跡保存 事業」

浪な の に て、 年 に島の の し、 な の

要 と 事業 の 景に る 、「史跡能島城跡保存活用基本構 」を策定して、

計画の と本史跡の保存と活用を る ととな  

ま 本史跡 、 ま 本 的な 調査 て な 、遺構の現 城の 能

な 、 な活用をする に 要な 報 し 、 に 調査を て本史

跡の考古学的研究を て く と 本事業の 的の一 として づ の成 の 要に

て 本 にて と る ま の史跡 の を に す  

５：史跡  

年度 史跡整備(A) 史跡調査(B) 補助内容等

昭和13年 ○鵜久森経峰氏の調査

昭和28年 ○国史跡指定（3月31日）

昭和48～49年
○環境整備、看板の設置

○海岸の石垣修理
A国費

昭和51年 ○ゴミ箱、ベンチの設置 A県費

昭和52年
○歩道(園路)の整備

○便所･案内板の設置
A県費

平成元年 ○接岸施設測量設計 A国･県費

平成２年 ○接岸施設整備工事 A国･県費

平成３年

○厠(便所)・石塁整備工事

○床几の設置

○除間伐･植栽

A国･県費

平成４年 ○見張場(四阿)･石塁･登城路(園路)整備工事 ○埋蔵文化財調査 A国･県費

平成10年 ○鯛崎島弁才天祠の復元

平成11年
○鯛崎島埠頭(接岸)敷設

○鯛崎島登道(園路)整備

平成13年 ○能島接岸施設改修工事 A国･県費

平成14年
○鯛崎島登城路(園路)整備工事
（弁才天祠参拝者の安全確保等）
○雑木の伐採

○能島城跡遺構測量 A国･県費

B国･県費
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年度 史跡整備(A) 史跡調査(B) 補助内容等

平成15年
○史跡能島城跡保存活用基本構想策定

○雑木の伐採（船だまり）

○岩礁ピット調査（第1次） A国･県費

平成16年 ○岩礁ピット調査（第2次） B国･県費

平成17年

○船だまり整備工事実施設計

○雑木の伐採（船だまり）

○報告書刊行（H13～16）

○船だまり整備工事に伴う試掘調査 A国費

B国費

平成18年

○船だまり整備工事（H19へ繰越）

○東部海岸整備工事実施設計（H19へ繰越）

○報告書刊行（H17）

○東部海岸整備工事に伴う試掘調査 A国費

B国費

平成19年 ○報告書刊行（H18） ○南部平坦地・郭Ⅰ（本丸）整備に伴う試掘調査
A国費

B国費

平成20年

○東部海岸整備工事

○史跡能島城跡整備基本計画策定業務委託（市費）

○報告書刊行（H19）

○郭Ⅱ（二之丸）・郭Ⅲ（三之丸）整備に伴う

　試掘調査

○南部平坦地整備に伴う試掘調査（2次）

A国・市費

B国費

平成21年 ○報告書刊行（H20）

○郭Ⅳ（東南出丸）・郭Ⅴ（矢櫃）整備に伴う
　試掘調査
○郭Ⅰ整備に伴う試掘調査（2次）
○南部平坦地整備に伴う試掘調査（3次）

A国費

B国費

平成22年 ○報告書刊行（H21・22）

○郭Ⅳ（東南出丸）整備に伴う試掘調査（2次）

○郭Ⅱ（二之丸）整備に伴う試掘調査（2次）

○郭Ⅲ（三之丸）整備に伴う試掘調査（2次）

A国費

B国費

平成23年 ○報告書刊行（H22・23）

○郭Ⅱ（二之丸）整備に伴う試掘調査（3次）

○郭Ⅲ（三之丸）整備に伴う試掘調査（3次）

○郭Ⅵ（鯛崎出丸）整備に伴う試掘調査（1次）

A国費

B国費

平成24年 ○報告書刊行（H22・23） ○郭Ⅵ（鯛崎出丸）整備に伴う試掘調査（2次）
A国費

B国費

平成25年
○報告書刊行（H23・24）

○雑木等伐採委託業務

○能島城内通路 整備に伴う試掘調査（1次） A国費

B国費

平成26年
○報告書刊行（H25）

○雑木等伐採委託業務

A国費

B国費

平成27年 ○雑木等伐採委託業務 ○能島城内通路 整備に伴う試掘調査（2次）
A国費

B国費

平成28年
○報告書刊行（H27）

○雑木等伐採委託業務

A国費

平成29年 ○雑木等伐採委託業務 A国費

平成30年 ○雑木伐採等委託業務 A国費
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能島、 崎島 し 能島 の ま 平成

（2005）年 に 調査を 、平成18 19（ ）年に て 海 部の 事

を て る ま に の 海 しく、ま の と

の 部海 平成18 19（ ・ ）年 に て 調査 計を

、平成20（2008）年に 事を し ま と に 保護 部 の

を 、 部海 存 の を  

海 部に て 、 部平 地を 、 的な を し、 の 水 出 遺構

に す て る郭の に 調査を し、平成 （2015）年 に予

定して 調査を て る  

し し、 ま に て 、平成30（2018）年 の 日本 大 に する

とな 、 念な 平成18・19（ ・ ）年 の 事 、予 の に して

を しな とになる な の に て （2019）年 に

事を し 、本計画に て の 策を入念に して く 要 る  
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 能島城跡  

１  能島城跡の本 的価

本計画を策定するに 、 章の「史跡の 要」に記 し 、文化財指定に る経 、

に 調査、ま 指定 に 調査、文 等 調査な の研究成 を ま 、本

史跡の本 的価 を にして く 、 の に する  

島 城

能島城 、瀬戸内海を支 し 海賊 、能島 上 の城郭 、14世紀中 に

城 、16世紀 ま 能し 「海城」 る 能島城の 大の 、 島 を城郭化

し の構 の に 、能島城の に 島城、大 島城、 崎城、 島城、 城、

中 城、 島城、 島城、 島城な 予 島 の周 に 集中して る 、 保存

の価 に る存 能島城 、 一の国指定史跡とな て る  

能島城の として、 と る な海 を 、土 ・ ・ ・郭を な

の の 跡 み な とと、 予 島の海 の中世城郭な に 的な ト

海 スを 、 の の を て 、海に して 的な構 る と

る ま 的な玄関 、 部海 メン ンスの 、 部平 地

等の 的な として 用 と考 る  

城

て 、軍事 としての出城 として評価 、 の の 定 て

、 調査に 、 て 立 物跡 、 蔵・ ・調 ・ 用の土

器・陶磁器な に 器 ・ と に に出土し、 久的な 活の と

の中に し 中国陶磁器 く ま 、物 に く関 し 海賊

の を る と る ま 、 活とと に に 用し 土 大 に出土し、能島

城 海賊の 業と に関 して る と  

 能島城の る 16世紀中 に 物 する 、 的な 用

る と 、 （水 ）な の の 化 定 る  

存 用

能島城 存 し 14 世紀中 1587 年 の 、能島 上 を く政 的

の 代、 を る構 の 化、上 な の 業の活 化に る海上 の の 要

な 、 な要 を 景として能島城の 化し と 、 土 地に る郭の 大

遺物 の 、16世紀中 の 崎島の 用の活 化 の事 を し のと考 る  

て 、軍事 としての のみ 調 て 、 年の研究に 、平 の海上活

の としての 重要 、 の活 に 事し 海賊の 活の と
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１ 能島城跡の本 的価



 

にな て ま 、 し 景の に、瀬戸内海 に海賊の「 」を 成し、

を する に城 存 し と と 考 る 瀬戸内海の海賊の 業 、物

の 関 とと に の海域を する を する と 、

し とする海域 、海賊 ち に 上 活の 、 「 」

）、 の「 」としての 的な存 能島城  

 
）山内譲 、 書『海賊の日本史』（講談社現代新書、2018 年）の中 、海賊 ち に 上 活

の を「 」と 現して る 本文に る「 」 「支 海域」と み る と る  

 
 の内 を ま て、能島城跡の本 的価 を のと まと 、 化する  
 
 
 

能島城跡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  能島  

          活 城 

存 の と 
用 の  

的な と 

海  
島 を城郭化し  

な構  

としての城 

58

章 能島城跡の本 的価 と構成要



２  構成要 の 定 

（１）計画 の要  

の本 的価 を ま て、現 の本史跡に する 要 を の に し  

 要 

計

画

 

史

跡

指

定

地

内 

本 的価 を構成する 

要  

本史跡の本 的価 となる要 る  

郭、 ト、海 ス、地 遺構等 する  

本 的価 を構成する 要 の 要  

-１ 史跡の保存活用に 

 な 要  

本史跡の保存・活用の に

る イン ン 、 、四 、 等の

する  

-２ 史跡の本 的価  

 に 関 しな  

 要  

本史跡に 関 しな 要 保存・活用上、 を

す要 ・ ・保 等を す の

る 物、 する  

の の 要  
地域の伝承に関 する 要 る

、地蔵 する  

史跡指定地 の周 を構成する要  

史跡の 解に な 

要  

史跡指定地 る 、本史跡を 解する

な要 る 上海賊 ジ 等 する  

史跡 地  

 

-１ 史跡 保存活用

 

史跡 地  

-２ 史跡

 

史跡  

史跡 地  

 

 

史跡 地  

３
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２ 構成要 の 定



史跡 地  

本 的価 を構成する 要  

要 の  地  要  要 

 

本 的価  

を構成する 

要  

能 

島 

郭 

(地 遺構を ) 

能島 を城郭化し、郭 郭 、 部平 地

と する 計 の郭 存 する  

の  

( 遺構を ) 

郭の 部に る な 、能島城の

な を て  

 

部平 地の海 に 存して る 上部

世の み し る ま 、郭Ⅲ ま に

て 遺構の土 の の 一

部遺存して る  

 

部平 地の の地 海 118本 出

の な 構 年代

る  

ま  

能島 部の の な内 地 を 用

し 、 の 地 、能島城の大 と考

る  

海 ス 

島周 の の 上 に 成 平

、 、 業 な 的に 用

と考 る  

ト 
部 に 的に 、 を な

と る を立てる と考 る  

 

崎 

島 

郭 

(地 遺構を ) 
島 を城郭化し、郭 （ 崎出 ）と る  

の  

( 遺構を ) 

郭 の 部に る な 、能島城の

な を て 郭 に 遺構

存 する 、 に て て る  

ト 
部 に 的に 、 を な

と る を立てる と考 る  
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章 能島城跡の本 的価 と構成要



本 的価 を構成する 要 （ 真） 

能島 

島 

 

（南 地） （ ） 

  

( )  

 

 

（ 島） 

（ 島） 

南 地  
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２ 構成要 の 定



-１ 史跡の保存活用に な 要  

-１ 史跡の保存活用に な 要 （ 真） 

要 の  地  要  要 

-１  

史跡の保存 

活用に  

な 要  

能
島

保存  

 
海 部保護の 、 ま に２ 、 部

海 に１ る  

 
の の なく、海 部保護の 、

部海 に る  

公 活用 

 

 
能島に上 する に

る 的な して る  

史跡指定  部平 地に て る  

 史跡指定 に て る  

解 イン 本史跡の 要を記し 解 イン る  

 

郭Ⅱ 郭 、郭Ⅲ ま 、 部平

地 郭 を に 、 の

郭 の に する に 太 を

し て る  

 
部平 地に て る み

る  

四  郭Ⅲ に て る  

ン  
郭の ると に ン ト と

ス の ン て る

崎
島

 
崎島に上 する に

る  

 
本史跡の 要を し の解 イン

る  

 
郭 上 る の

て る  

（能島） （ ）  
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章 能島城跡の本 的価 と構成要



史跡 （南 地） （南 地） （南 地） 

（ 島） 

（南 地 ） （ ） （ ） 

（ ） （南 地） （ ） 

（ ） （ ） （ ） 

（ 島） （ 島） 
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２ 構成要 の 定



-２ 史跡の本 的価 に 関 しな 要  

-２ 史跡の本 的価 に 関 しな 要 （ 真） 

- の の 要  

要 の  地  要  要 

-２  

史跡の本

的価 に

関 しな

要  

崎島 
史的 

構 物 
物 

崎島に五 の部 基 ま て る

島 (鵜島 と伝承 ) ち

ま 、 ま のと る  

能島 

 

崎島 

 

史跡指定 、 的に 年ま 郭に

（ メイ ） 、能島城跡の地 遺構

を して るとと に史跡としての景観を

して る  

要 の  地  要  要 

の の 

要  

崎
島

史
的
構

物

 

崎島に 、 指定文化財の を し

て る 現 の 物 平成 10（1998）年に再

の る の 物 11（1936）年に

記 、 に て と

て る て現 の なくと 代

の 物 る  

 

 

 

に 「 20 年」との 文 、 の

て く 20（1643）年の と 定 る

崎島の 調査 、 戸 代遺構 、遺物

と 出土して な とを考 ると、 崎島に

る にな の 代 な と

る 指定 文化財（平成 16 年 12 １日指

定） る 現 、 内部に て る  

地蔵 

崎島 の （地蔵 ）に て る 地 に伝

る「 ジ の 」に する 地蔵 る

代の 年代 定 な 、 57（1982）年の

12 に 、海中 し 、平成２（1990）

年 に現 の の て る  

（ 島） 能島  
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章 能島城跡の本 的価 と構成要



- の の 要 （ 真） 

史跡 地  

史跡の 解に な 要  

史跡の 解に な 要 （ 真）

要 の  要  要 

 

史跡の 

解に  

な 要  

上海賊 ジ  
上海賊に関する の 、調査研究・ 集保 ・

活 ・学 支援等を て る  

解 イン 
能島水軍 に て る日本遺 の解

イン る

 

本史跡と史跡指定地 を な 一の

、史跡 の る景観 を する

とに 立 て る  

  

（ 島） （ 島） 地 （ 島） 
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２ 構成要 の 定



17： （ ） 

ス

ス

3-NO.3

3-NO.4

0 25

史跡

（地 ）

南 地

城

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

スススススススススススス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

3-NO.2

3-NO.3

3-NO.4

土中

平

3-NO.1

能島

島
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章 能島城跡の本 的価 と構成要



18： （ ） 

土中

ス

平

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

3-NO.1

3-NO.2

ススススススススススス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

3-NO.3

3-NO.4

0 25

史跡

史跡

代 史跡

史跡

島

地

能島

島
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２ 構成要 の 定



（２）計画 の要  

 本史跡 、 の 地域と一 とな て能島 上 に る本 地を構成して と考

る 、「 ）史跡との関 定 る 要 」と「 ）史跡の活用に する 要 」の２

に し、本計画に て の づ を する  

）史跡との関 定 る 要  

 要 

計

画

 

計画 の要  

）史跡との関 定

る 要  

計画 の ち、能島城と一 とな て能島 上 の

本 地として 能し と考 る周 の関 文化財

る 島（城跡）、 跡等 する  

）史跡の活用に する

要  

本史跡を活用する 重要な る 本史跡

の る能島水軍 、本史跡を る イ

山 する  

要 の  要  要 

） 

史跡との 

関  

定 る 

要  

島（城跡） 

能島城の 方 １km に する能島 上 の物 基地と考

る 集 、大 の城 に する ・ の

陶磁器 な の 出土し  

遺跡 「 島城跡」 る 、 年の調査に て城跡

な との指 る 「 島（城跡）」と記 して る  

跡 

地 「 （ ） 」と 、 上 の 地と

定 て る 平成 15（2003）年の調査 、16世紀

17世紀初 の 陶器等 出土し  

水 跡 

能島城の に「水 」と 地 て 、古井戸 存

して る 能島城に水 物 を する と

る  

城跡 

（ の遺跡） 

跡の の 上に 、「城山」と て る 周

に 、「 し （ ）」「 （ ）」な の地

る と くの 集 を 城 の な要

を て と考 る  

跡 

 

跡 の 上に する 上 の と考

て る 現 に 、 の大 経 中世の

伝 て る 指定文化財 る  

古 遺跡 

年代の 定に て な 、海 調査に 、 30

、 120 の の存 指 て る 海

、 上海賊 ジ に して

る 本史跡の トに し、 に な 、

上海賊関 の遺物 る 能  
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章 能島城跡の本 的価 と構成要



）史跡との関 定 る 要 （ 真） 

島（城跡） 跡 

 

跡 

印  跡 

 

城跡 

 

跡 

能島城跡 

能島城 跡  

城跡( 跡) 

跡  
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２ 構成要 の 定



）史跡の活用に する 要  

）史跡の活用に する 要 （ 真） 

要 の  要  要 

） 

史跡の活用

に する 

要  

能島水軍 

上海賊 ジ に する の物

スト ン る 能島上

等、本史跡 の として活

用 て る  

イ山

232mの イ山山 に し、能島城跡と の

周 の 、景観 一 る ス ト

る  

能島  

19： 史跡 計画  

0 1㎞

凡例

史跡指定範囲

本質的価値を構成する諸要素

史跡との関連が想定される諸要素

史跡の理解に有効な諸要素

史跡の活用に資する諸要素能島

鯛崎島

村上海賊ミュージアム

能島水軍
解説サイン

見近島 (城跡 )

水場跡

幸賀屋敷跡

宮窪城跡 (さんの遺跡 )

旧証明寺跡

及び証明寺

古波止遺跡

カレイ山展望台
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章 能島城跡の本 的価 と構成要



５  能島城跡

 

１  保存 の現 と課題 

 本史跡 、能島 崎島の 域 国史跡として指定 て 、公 地化 て る ま

、国立公 の １ 地域 、史跡として なく の て に保存

て ると る  

 し し、 章 し と 、 の本史跡の る ・ 浪 の 、

年の に て保存 、遺構の 等 して る ま 、 島 ると

立地 日 の の し 課題として る に要 とに保存 の現 と

課題を する  

 

（１）史跡指定地内の構成要 に る現 と課題 

本 的価 を構成する 要  

 

 

  

 要  現  課題 

能
島 

郭  

・郭 に水 、郭 に

し 水の く を伝

て郭Ⅱ 郭Ⅱ 集中する

と考 る 平成 30（2018）年 7

の の郭Ⅱ

ま に ての 部 を

し  

・郭 部に 土等 ま

を るな 、 水を 部に集中

、郭内部 する な地

に する 要 る  

郭Ⅱ 

・ の 郭 、 水の 入に

て郭 部に 重なる

て る ま に 平

地にな て 、

葉 に すく

る  

・郭 の 水 入 水 と

な て 、集水しな 策 要

る ま 、 くな て る

平 を なくと 現 保護、ま

する 要 る  

 
の  

（郭Ⅲ） 

・ に 出し 郭Ⅲの 部 に

て な 、郭 の

の る  
 
 
 
 

・ の 、 化・

し 、 に保護するの

事の 要 る ま

、 水 に のを

、 に 出する 、

土な を くるな の

要 る  
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１ 保存 の現 と課題



 

 

 

 

  

 要  現  課題 

能
島 

 
の  

（郭 ） 

・ 水の 出 の に 物

の 入る と して

る 大 な 、

年 し る  

・ に する 、古 の

平 の 部を 上 る

と 、 部 に 水 出し

な にする に を

するの 、郭Ⅲ と

、 に る する  

 

・ 部平 地の 、中央

に て、 の中

海 に 出して る の

を て ると考

る の 土の 出しに

る して る

る（平成 16（2004）年

の に ） の

る  

・ 出しに て の 大

に 出して る 、部 的な

の と考 る

の み し 事 要となる 、

る 埋 立ての 、構

等 る 、事 に

のト ン 調査を み 、海

水の 入に の の調査

能 、年代 定 て

な  

・ ま と郭Ⅲを 遺構

の法 の一部に土 の の

遺存して る 、 年の大 等

に 一部 して 、

に の る  

・海城 の遺構として、 ま

郭上部 く 遺構 、城の

能を にする 重要

、 遺構 を保存して

く 、 し を て

に するとと に、新 な を

要 る  

 

・ 部平 地の の海中に 、

調査 118 本の 遺

存して る と

の にな て

な 、 の 事に

能 考 る  

・ の み しに して 、 の

保護と 立し 法 課題

る  
・ 海中に る と 、 の

等の 念 、 の保

存方法等に て する 要

る  
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５章 能島城跡の現 と課題



・

・

ト

浪に

に

て

、

の保護

を講 な な な 、

な 法 立 て な

保護の に

、 浪 を る に

る 、 の ・

本史跡 の 保護に て

と な し し、 大に

する と 、本史跡の景観

要 になる 能 る 注

要 る

 要  現  課題 

能
島

海  

ス

・

 

 

ト 

・ 大 10

ト（

18km）に

なる

年 を

て

を して る ま 、 年

を する の大 化に 、

跡 に る て る

のと考 る  

・海 調査の を ま 、保護の

部海 １ 、 ま ２

に を  

崎
島

郭

崎出

・郭 部の る 年

の る 、郭 と

すると る 中央部

地 、 水 集

水し、 に して る

る 水の 、郭 部 の

の の の と

と考 る  

・郭 部 の の を

する 要 る 、

水 出して る 跡 一部

る 、 部に ま を

、中央 水 集ま する

にするな 要 る

の

・ に 、 に く立ち

る 部 的 る 、大

する る 郭 部 、

る 、郭 な と

すると る の

の に入 み し

して る に水

と 大 く して る

・ に 用の 等を す

る と を する

る 、 用、 事 と に大 く

なると考 、 の 調査

要 る に して る

古 、 を に し、 的

な の を して く 要

る
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１ 保存 の現 と課題



本 的価 を構成する 要 の 要  

-１ 史跡の保存活用に な 要 （保存部 ） 

-２ 史跡の本 的価 に 関 しな 要  

 要  現  課題 

崎
島

 

 

ト 

・ 大 10 ト（ 18km）に

なる 年 を て

を し して る ま 、

年 を する の大

化に 、 跡 に る

て る のと考 る

・ ト 浪に

に て 、

の保護 を講 な な な

、 な 法 立 て な

 要  現  課題 

保
存

・平成 17 18年に し 海 調査

等の を ま て、 部海 １

、 ま に２ に の

に る を して

る

・ に て 保護

て る 、 の に て

、 浪の を て る 、

の 、 の を考

し 上 を する

・海 部保護の 部海 に

し の のと しな

に みの現代 法

し

・現代 法 る 、史跡景観と調

して な の経 観 を

、 等 、景観に

し 等の な を

する

 要  現  課題 

史
的
構

物

物

・五 の部 を の 島

ち ま と 古 の

、周 の 調査の

の地に 能

と て る  

・本 的価 と関 なく、ま 、史

跡 に して 上海賊 の

との 解を な ・

を を する 要

る
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５章 能島城跡の現 と課題



- の の 要  

 要  現  課題 

・能島、 崎島 島のす ての郭に、

年ま 的に

（ メイ ） く て

る 、地 遺構を とし 遺

構 、 の に て

て る と 調査に

にな

・ メイ の

本史跡の地

遺構を す

る と 、

と な

城跡としての景観に

を して る と 、 す

る 要 る

 

雑  

・能島 崎島の 郭に

な の して

、 に本史跡の景観を し、

の の に る

部の に て を

・経年 化に とな

本史跡の景観の 要 とな

て 、 する 要 る

 要  現  課題 

史
的
構

物

・

る 平成 10（1998）年に再

の る

・本史跡の本 的価 と 関 な

る 指定文化財を保護

する として、 現 を

する 、地 との のな 新

に する等、 の

方を す 構 物 る

・ の 文と 戸 代

（1643 年）の と考 、 崎

島に 代に と

る 平成 16（2004）年 12 に

指定文化財に指定 て る

・ て る とと に、本史跡

の本 的価 と 関 な 文化

財 る 、 代 の に る

経 地 の の る

、 現 を する 、地

との のな の 方

を する

地蔵 

・ 崎島 の （地蔵 ）に

て る 平成２（1990）年 現 の

の 地域に く

「 ジ の 」に し、地

域の ン 的な存 る

・地蔵 に る経 、

本史跡の本 的価 と 関 な

構 物 る 、 現 を

する
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１ 保存 の現 と課題



２  活用の現 と課題 

 島 る本史跡 、現

定 なく に上 する

と な 、 イ ンス

る 上海賊 ジ

を し活用する とに て、本

史跡の本 的価 を伝 る を

て る を ス

、 業 等に る

能島上

て る 、 の

に、と 上 して本史跡を

、 上海賊 ジ 入

の 2.5 （平成 29

（2017）年 ） 、大 な

る  

本史跡の本 的価 を する

に 島を る と 重要 る

、活用上 的な上 の

保 る に 、本史

跡に ての 報 本史跡に関する ま まな活用方法な に て と な

を ま て、 に活用の現 と課題を す  

 

（１）史跡指定地内の構成要 に る現 と課題 

-１ 史跡の保存活用に な 要 （活用部 ） 

 要  現  課題 

公

活
用

 

 

・能島、 崎島 島に 上 の の

現代の て る

能島の 定 に

の して る 、 定

化し、一部 して る

崎島の 定 のみ

の く、 に

る 上 な  

・能島 活用の 上 る

要 る 、 の 化 策

の 的な 用を す

る 崎島 の上 を 定し

て な 、現 し に

等の を講 る 要 る

史跡 
指定  

・ 部平 地に て る史跡

指定を とを する

の記念 る  

・国指定史跡を す 、現 保存

する 要 る  

： 用  

上海賊 ジ

年 入 県内 県 海

平成 年 22.0% 77.0% 1.0%

平成 年 21.0% 78.0% 1.0%

平成 年 22.0% 76.5% 1.5%

能島上

年 用 年 用

平成 年 平成 年

平成 年 平成 年

平成 年 平成 年

能島上 平成 年 事の 中 とな て る
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 要  現  課題 

公

活
用

 

・ 部平 地の史跡指定 に

て る の る （史

跡 ）

・ 化 し とと史跡 指定

と存 義 重 して る と

、 要 を

する

解

イン

・本史跡の本 的価 を 解する

の解 イン 部平 地

崎島に る 、 ・内 と に

古く、 新の調査成 て

な

・指定地内に て、本史跡の本 的

価 を 解する の活用 の

て 、 現

地 本史跡の内 を る解

インの再 学に して

の 定 要 る

・能島に 郭を 策する の

て る 郭Ⅱ-郭 、

郭Ⅲ- ま 、郭 - 部平 地

の一部 、郭 -郭Ⅱ

（２ ）、郭Ⅱ-郭Ⅲ 、郭Ⅱ-郭
、郭Ⅲ- 部平 地 、郭 - 部

平 地 の一部、 崎島 -
郭 、 太 に る

る

・ 太の の 化

と 、 の

な 策に支 を して る 、

を 定し 、 要な

に て 新等の 策 要

る

 

・ 部平 地に て る

の る 学 入に

の る 、水

能 して 、ま

化して る

・ 化して る 、

として 要 る 、 新を

す る し、地

遺構 の を し 、

物と を な イン

、 とする 要 る

四  

・ 学 の 用に郭Ⅲ に

て る 化して る

、 の 物と を

る 能 る

・ 化して る 、 として

要 る 、 新を す

る し、地 遺構 の

を し 、 物と

を な イン 、 と

する 要 る

ン  

・ 学 の 用に郭 とに

ン ト とス の の

て る ン ト

の ン 化して 、ス

の の 景観に な

 

・ 化して る 、 イン 本

史跡の景観を して る 新す

る 、 、 イン等に

する 要 る
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２ 活用の現 と課題



（２）史跡指定地 の周 を構成する要 に る現 と課題 

史跡の 解に な 要  

 要  現  課題 

上
海
賊

ジ

公 、

活用、

報

１） 上海賊 ジ に る 報

 

・ 、 画

本史跡の 活・文化・ 史

的 景を中心とし をして

る

・講 、 ン ジ

本史跡の 新研究成 等を出 講

、 ン ジ を して る  

２）日本遺 事業

・日本遺 「 上海賊」の 報

本史跡を代 とする構成文化財の

報を ンフ ト・ ・

等 して る

）関 イ ント の

・ 国山城 ト の ・

・ 日本 100 城 定、ス ン

 

・日本遺 ト の ・

・ 上海賊 ジ の活 を中

心として、 的に本史跡を 解す

る の 、 ン ジ 、イ

ント に 報 を て

る 、現地 し な

と る と 、本史跡と

の一 的な みを

する 要 る

・ 国的なイ ント等 する

の本史跡に 化し ンフ

ト ジ等、 報 に

な イ 成 て な

教育

１） 上海賊 ジ に る学

支援

・学校 ロ の 用

内 の を とし

学 ロ に て本史跡の

解を して る

・出 講 等

・ 学 の

公 事業「まちな 学 」の

、 上海賊 ジ に

る本史跡の解 、出土し 土 を再

現する 学 等を して る  

・地域の学校を とし な

みを 的に して る 、

国 の を とし 教

育 ロ 等 構 て な

ま 、学校教育のみな 、

な世代 学 学 の として、

本史跡を活 し み を

す 要 る
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５章 能島城跡の現 と課題



 要  現  課題 

上
海
賊

ジ

観

１） 上海賊 ジ と 事

業 との  

・

本史跡を周 する る

内 の解 文を 上海賊

ジ 成して る

・能島上

上海賊 ジ の

ジ ト し、解

して る に る島

内 策マ 、 上海賊

ジ の 報 に 成し

て る

・ とな 本史跡を「 」と

し 周 域に する

要 を周 するな 、本史跡を活

用し 観 スの を

する 要 る

解

イ
ン

解

イン

・ 上海賊 ジ に し

に て る日本

遺 「 上海賊」の構成文化財の

解 イン る

・ の 地内に て

、観 に 、 に すく

る 、 上海賊 ジ

の を すな の

要 る

の
活
用

・本史跡に る の定 な

の の と、土日 日 定

「能島上 」

本史跡を周 する「 」

て る

・現地に上 する の 日

の「上 」に

て る 、 本史跡を

る と なく、 定

し の 要 る
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２ 活用の現 と課題



 の現 と課題 

 本史跡 、現 等の 浪に る の の の

の を して る 一方 、本史跡存 上の課題 る 水 策（ ） 調査等

し 本史跡の本 的価 の活用の の に て 、 の の に

に る現 と課題を する  

 要  現  課題 

保
存
の

の

水 水 

策  

・ 郭の 部 ま

の に て水 て る

く、 水 出する とに

る すくな て

る 平成 30（2018）年 7

、 ま 上の 、郭 の

、郭Ⅲの 、 崎島の

等の し の

、 の を

ると考 る

・ に水 となる の調査を

、 要な に て 郭の

部に ま を 、 水 郭

を 、郭内 する地 に

するとと に、 土を

部に 水 を するな

の 水 出の の を

する 要 る

保護

策

・ 部平 地の 郭Ⅲ

ま に ての 遺構の土

の に て、 の

み て る

・ の み し等の保護 策

要 る 、 部平 地の

の の海 出

て る 、 を に

重な 法 課題 る

保護

策

・ る 部に て、 部

海 １ 、 ま ２ に

の に る を し、

浪 の を て る  

・ 浪に る の

に 立 て る 、 定

的 、 を保護する と

て な し し、 的な

の 、景観 に

して 題 る 、 な 法

の 要 る

史的

構 物

・ 崎島に 地蔵、 、 指定の

、 物の の 史

構 物 存 する 代

に のと考 、本

史跡の本 的価 と 関 な

要 る

・地蔵、 、 指定の

、 現 とする 、 新

に を する

物に て 、史跡 に

て本史跡指定地 の を

する
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５章 能島城跡の現 と課題



 要  現  課題 

保
存
の

の

・能島 崎島の 郭に

等の して

、 に本史跡の景観を し、

の の に る

部の に て を

一方 、郭内に に

し メイ 現

る

・郭内に メイ

て る 、 の と なる

とと、 調査に て メイ

の 地 遺構を して る

と とな の

的に の 要 る 、 等

との ン ン ス に

て な 、 会等を重

て 解を な する 要

る

活
用
の

の

ス

・能島、 崎島 島に 上 の の

現代の て る

能島の 定 に

の して る 、 定

化し、一部 して る

崎島の 定 のみ

の く、 に

る 上 な

ま 、本史跡に る の定

なく、現 の ス の

に る土日 日 定の「能島上

」 能島城跡を周

する「 」に る

・能島を活用するに 上

る にする 要 る 、

の 化 策 の 的な

用を する 要 る 崎島

の上 を 定して な

、現 し に 等の

を講 る 要 る

ま 、現地に上 する の

日の「上 」に

て る 、 本史跡を

る と なく、 定し

の 課題 る

解

イン

・ 部平 地の の解 イン 、

調査等 とな 本史

跡の本 的価 を し の

なく、 を周 する の

的な解 、 郭の 遺構の解 等

て な ま 、 郭を

学 て な  

・本史跡の本 的価 を に

すく伝 る 、遺構 等

を 解 の内 法

の 要 る ま 、本史跡

内を る と イントを

定する 要 る

ト

・海 部 に 、本史跡の本 的価

の一 る ト 海

スの な 的な遺構 存

して る 、解 イン 立

に る イン な ま 、

すく な 、 学

な

・海 部の遺構 に 解

る な 的な解 の

要 る ま 、 学に る

策 定の 要

る
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の現 と課題



 要  現  課題 

活
用
の

の

１） （ ）

に 用して る 化

して る にな て る

、 な周 の にな て

る

２） （ 太 ）

太に る 土 に

埋 し して る

く、 に 、 葉

すく る

１）地 的に る 要

る 、 久 を 景観に

し のに 新して する

要 る

２） を し 部 を

するな して、 に 策

る に する 要 る

策

・郭の 部等に の 等

の なく、 的にロ

て 、 の

に て な

・景観に し 、 に

て の の 策を講

る 要 る

・ 四 、 ン な の

て る 化し

て る

・ として 要と考 る

、景観 の 、地 遺構 の

を し 、 物と を

な イン 、 とし

のに 新する 要 る
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５章 能島城跡の現 と課題



 ・ の現 と課題 

 本史跡の保存 に 指定 て 、本史跡の本 的価 の保存、活用、

の に て、 教育委員会文化 課 地域教育課（ 上海賊 ジ

） て る に ・ の現 と課題を する

内  現  課題 

 

・ として、 、郭平

部を中心とし を年

して る

の 、業 委 事業として

して る

・ 等に て な

地部 を 、

地 の に 要に て上

し を て る

・ な 物の 育 に

、 等の の

る ま 、 に地

等の ン の関

る 、 の の

の 成 て な

・ 等に上 しての 水

の水 調査な を し、

的な に る 要 る  

 

・本史跡を に保存 し、本 的

価 を活用する の に

て 、 教育委員会文化 課

地域教育課（ 上海賊

ジ ） て る  

・ として本史跡に る の

（ ）を して な 保存

に て 、 等の

を 業 の

を 上 て る 活用に て

、「能島上 」

本史跡を周 する「 」を

等 して る

・ の とな 、地

ン な の

的な 画 能となる

な を構 する 要 る  

・ の 上 に ・ スト

とな くな  

・ 存の上 等

土日 定 を て

る 、 に 定的に

上 する と な
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・ の現 と課題



内  現  課題 

内に 

る 

・ 

報  

・保存 に 計 事 等

の 的業 に て 、水 課等

の土 て る  

・ 公 法に 等に て

国立公 の を する公

地課の ・指 を て る  

・雑 に て 森 法に基づ

課 「 の

の 出書」の 出 要 る  

・本史跡を構成文化財とする 日本

遺 事業 、観 課と

して して る  

・本史跡に関 る 報を に

る な を する 要

る  

・一 的な土 事 森 、 公

と なる史跡としての な

の を る 要 る

の 関・ 

との 

 

・文化庁、愛媛県教育委員会文化財保

護課、史跡能島城跡調査 委

員会、 文化財保護 会の指

・ を て る

・本史跡に関 る 報を に

し、 な指 ・ る

・指 を構 する 要

る  
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５章 能島城跡の現 と課題



 大 ・  

 

１  大綱 

 本史跡の まし に て、 として の な大綱を す  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  基本方針 

本章 １ の大綱を 現 る に、保存 、活用、 、 に て基本方針を

す ま 、 章 10章 、本章 し 大綱・基本方針に て方 と方法を す  

 

（１）保存 の基本方針 

本史跡の本 的価 を な となく に保存し く 世に 承する 、遺跡保存に

を る事 に して ン と調査研究を する とに て現 を的 に す

る に、 水・ 浪に する経年 化と に して保存保護の の な を講

るとと に、日 的な を する  

 

（２）活用の基本方針 

本史跡の イ ンス る 上海賊 ジ とな 、海城 海賊 の 史文化

を現地の の中 学 る と づ 、学校教育、社会教育、学 ・観 の

として活用する  

 

大   

 

1. 代 城 活 史・

 

 

2. 地 能島

地 史 ・地

発  

 

3. 地 育 史・

 

 

4. 発

今治・ 島 地
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１ 大綱



（ ） の基本方針 

本史跡の保 、遺構の保護、瀬戸内の景観との調 を 、海城の を活 し本史跡

の本 的価 を に 現し を計画的に する  

（ ） ・ の基本方針 

地域 ・関 部局と し 、本史跡の る とな て日 的な

・ を する  
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章 大綱・基本方針



 保存・保存  

 

１  方  

 本史跡 、能島 崎島と 公 地化 て 、史跡保存の として ると

る し、 島 る と 本史跡 の の を る と、 初 的

に の な の保存 上の課題 る の を ま て に保存・保

存 の方 を す  

・本史跡の保存 上 を て る事 に関しての ン と 要な 調査研究を

的に し、遺構 の解 に る  

・本史跡の本 的価 を く 世に 承する 、日 の を し、遺構の現

等に る 化を的 に する  

・ 要な現 等の の 方針を し、 に る な保存 に る  

  

 

地  の  現 等の基本方針 

史跡

指定

地内 

現 等を 

な  

・史跡の 、 ま の る 、史跡の本 的価

の景観を しく ると る 、 として

しな  

・史跡の地 景観を する 、 等の 的

として しな  

 

２  保存 の方法 

（１） ン  

・日 的な に 、定 的な を 、 等に る遺構の の の る

を する に海 部 、 し 的に て く 要 る  

・地域 ン 等の を な 、 等の を 、本史跡の遺

構 の保 に る  

 

（２）  

・ ン に て遺構の 等 に 、 的な の 策を講

る  

・本史跡の遺構 の を す 、遺構 の を考 しな 計画

的・ 的に を  

 

（ ） 事等の 本的 策 

・ 保護 な 重な 法 要な に て 、本計画に

基づ 計を 要な保護 策を講 る  

：  
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１ 方



（ ）指 ・  

・ ン 、 、 事等の 本的な 策を に 、 の 文化庁 愛媛県教

育委員会 の指 ・ を な 、 の を講 る  

・ 、 の を に 、 を活用し指 に基づ な保護 策を  

 

 地 保存  

 本史跡を構成する 要 の保存 の方法に て、能島 崎島に して記 する  

 

 

地

郭 地 遺構を
の

遺構を

ト

物

地蔵

保存 の方法

郭 地 遺構を
部平 地

の
遺構を

四
ン

・ に 現地 水 調査を 、郭 の の の る を する
調査を ま て遺構 の 策を講 、 大を

・ の の調査を な保護を る
・ の 、本史跡の 遺構 地 遺構等に を す る のに て

、調査の 、 の を く
・本史跡指定地内の保存 に る に て 、本計画の基本方針を ま 、

文化庁 愛媛県教育委員会 学 経 の指 ・ を な を する

ま
海 ス

ト

・本史跡の 遺構 地 遺構等に を す る のに て 、 の
を く

・ 等に る遺構の 策を し、 要な保護を る

・ 浪に る に て調査を 、調査に基づ な保護を る

・現 を基本とする 、景観に し、遺構の保護に 要な ・新 を する

史跡指定

解 イン

構成要

・ 部平 地 の の みに て 、 の を考 しな
法 み し等の 策を する

・ ま と郭Ⅲを 遺構の法 の一部に 存する土 の の に
て 、 し、新 な を 策を講 る

１
史跡の保存活用
に な 要

・現 を基本とし 等 み 、史跡景観に し ま 新 を
する

・ を する

・ イン 、要 要を し、 要に て新 ・ ・ する

・ ン と し、日 的な を

・要 要を し、 要な する

能島の保存 の方法に

・本史跡の遺構に を る と な 、 する

２
史跡の本 的

価 に 関
しな 要

１
史跡の保存活用
に な 要

能島

崎島

・ 指定の を保護する の として 現 とする 、 新に
て を するとと に、史跡指定地 の に て する

・ 指定文化財 る 、 に保護する 化 の る に 、史跡
指定地 するな の な を講 る

・調査を 、本史跡との関 を にし 、 、 等を て する

・ 現 を基本とする

・本史跡の景観との調 地 遺構の保護を 、 の の に新 ・
する

本 的価 を
構成する 要

本 的価 を
構成する 要

・現 を基本とし 等 み する

の の
要

２
史跡の本 的

価 に 関
しな 要

・本史跡の遺構に を る と な 、 する

能島の保存 の方法に

：地 保存  
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章 保存・保存



 現 保存に を す の 方針 基  

（１） の 要 

 史跡指定地内に て現 を し、ま 、 の保存に を す （ 、「現

等」と ）をし とする 、文化財保護法 125 の 定に 、文化庁 の を

な な な な 、現 等の ち な のに て 、文化財保護法 5 に

、 教育委員会 現 等の 、 し、 等の事 を  

ま 、本史跡 、 の瀬戸内海国立公 （ 一 地域）の 内に 、 の

景を保護する の て る の に て 現 を する を

、公 計画（保護 計画）に基づ て指定 地域の に て、 公 法に基

づ の ま 出の 要となる  

 な 、 業法に て る現 等の 要 る 、海上に る の

に て 、 業 の と し、 を る 要 る  

 

（２）法 に定 現 等の 基  

  史跡指定地内に て、現 に な として、 の 、 に

て し 雑 等の の 定な の な る ま 、現

等 る を る とを要しな として、 の 、 の に 要な

を る 、保存に を す に て の る の る

の内 に て 、法 125 、 の の内 に て 、「 史跡 勝 記念物ま

史跡 勝 記念物の現 等の 等に関する 」 に記 て る 現

等の 要な に て、 記の に する  

 

 

地  の  現 等の 基  

史
跡
指
定
地
内
の

地

 

の  
・史跡の 、 、 出 の現  

・土 の 出 水 ま 等に る な の土 の  

等に 

 

・地 、 等の に る土 等の 出、 ま の 大

を する  

・ の 物、 、土 等の  

本史跡の 、 公 法  

保存に を 

す の 

ち  

な の 

・ 物、 物の な  

・土地 の を な 物等の 、  

・土地 の を な 一 的な 等の  

 
ま 、現 等の 要となる な に て 、 のと る 、 の

の に て 、 10に し  

 

： 行  
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現 等の 要となる な  

・ 、 土、 土な 土地の を  

・ の （ し、 遺構に する の の 、 を な 要

）、 、新 の  

・ 物の （ 的に する と な 要 ） 

・史跡の保存、活用、 （ 、 の 保を の に 要な 物の新  

・ 物、 物等の 、 、 （ の ） 

・公 上 要な上 水 、 等の 、水 等の 、新 、 、  

・上記 の史跡の保護に を す  

 

 

 

 

 

 

 

  

10：  

地

史
跡
指
定
地
の

地

の

記 の
）・本史跡の 等に る地 、 等の新 、

・ 調査な

・２年 内の を 物（２ 、地 を しな
ま の 物 の新 、 ま

・ 物の新 、 の日 年を経 して な
物の ま 、

・ 物の しく 、 の日 年を経 して な 物の

・土地の を しな の 、
・史跡の に 要な の ま
・ 、 、 ス 、水 、 水 等の 物の ま
・ の （ ）
・保存の に 要な の

・ 物の新 、
・ の
・ 大 指定する 域内に る の
・ 物の ま 土 の
・ 水 水の 出
・ 告物の 出 しく
・水 の埋 立てま
・土地の 、 の 土地の
・ 大 指定する 物の ま
・ 大 指定する、 の に を す る 物の

ま 物の 子
・ 大 指定する 物の 、 ま 物の の しく

・ 大 指定する、 の に を す る 物の
、 等

・ 、 、 、 、 、 水 の に する のの

・ 大 指定する 域内に る しく の 用ま
の

・ の 、 地域に る の に を す る
政 定 る の

文
化
庁

教
育
委
員
会

文化財保護法

文化財保護法

公 法

の内

大
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（ ）史跡能島城跡に る現 等の 基本方針 

 本史跡の保存・活用を 的とし 調査 、本 的価 を構成する要 に して

を る 、大 な地 の 、景観に を す に て として し

な とを とし、本史跡内に る現 等の 基本方針を 記のと とする  

・本史跡の保存 等、 の を る の に る 等の現 等に

る 基 を定 る  

・現 等を 、周 の景観 の に する ととする  

・現 等を する 、遺構 を保護する と等の を すとと に、 要に て

教育委員会文化財 員等に る （遺構 ）調査 しく 立会調査を する

ととする  

・本史跡の保存の の 、活用の の 、本史跡の 公 ・公 上 要な

の ・ に て 、 の 要 本史跡の本 的価 に す 等に て す

る  

 

（ ）史跡能島城跡に る現 等の 基  

本史跡に る現 等に て、文化庁 ま 教育委員会の 要な

の ち、 定 る事 として事 定に基づく 基 を の の に 定

する な 、郭 との現 の内 に て 、 として に る委員会等

的に して く のとし、現 一の 基 とする ま 、本史跡の構成要 との

基 に て 、 11にまと  

 調査 

・ 的 本史跡の保存活用を る 要 、調査 の 的の 要

る のに て、委員会等 し する  

 遺構  

・平 ・立 遺構 （地 遺構 トの立 等）に て 、史跡景観を な

な な 、 ・ と を考 し、委員会等 し する  

 地 の  

・ 、遺構の保護等の史跡 を 的とし の の 土、地 の 平、水 の埋 立

て等の地 の として しな  

1 物の新  

・本史跡の保存・活用上 要 、本史跡 景観に る の のに て、

を郭 ・Ⅱ・Ⅲ・ 部平 地に 、委員会等 し する  

・ 物に て 、 森城跡 城跡に事 る に、史跡活用の に井

物跡を一 的に する 、地 に を な 、史跡景観に し

のに 、 調査 し ・ の に て する  

2 物の ・  

・ 崎島に る （平成 10年 ）の に て しな ま 、 に て 、

現 ま する の て、史跡景観 の を にと る のに

て する  

91

現 保存に を す の 方針 基



3 物の   

・ に て 、地 遺構等に し 上 する  

 の新 ・ ・  

・新 に て 、 、 観 イン、基 等に る地 遺構 史跡景観 の

の のに て、 を郭 ・Ⅱ・Ⅲ・ 部平 地に 、委員会等 し

する  

・ に て 、地 遺構等に し 上 する  

 物の新 ・ ・  

・本史跡の保存・活用・ 、 等公 上 要 る のの新 ・ 要 る のの

に て、本史跡 景観に る の のに て する  

・解 インの新 ・ に て 、史跡景観を な な な 、 ・ と を考

し、委員会等 し する  

・ ン の新 ・ ・ に て 、史跡景観を な な な 、 ・ と を

考 し 、基 を な のみ する  

・本史跡の保存 ・活用・ に しな なる記念 、記念 等の 物の新 に

て しな  

 地 埋 物の新 ・ ・  

・ 、 、 ス 、水 、 水 の に する地 埋 物に て 、現 、本

史跡内に存 、新 しな し、本史跡を保護する の 水 水 に

、遺構 景観 を な のに て する  

1 ・  

・新 な に関して 、 の地 遺構の を し、本史跡の保存・ 上 要な法

保護、 景、立入 等の の のに て 、 ト 等地 遺構の保存を

上 する 存 の 等に 新、史跡 に に て 、地 遺構

の に て する  

2 （ ） 

・本史跡の遺構 景観に を る 等に て を する  

・ に て 、本史跡の 、 に のを 、地 遺構 の を考 し、 と

して の 要 と、 し と し の 方の に て し 上 、 要

の に て 調査に に する  

 

の 、記 のな の の に て 、事 に 教育委員会文化財 課と

・ 談を と  

  

92

章 保存・保存



史跡能島城跡  

 遺跡の保存と景観に し 本史跡の保存活用に する の現 しな 上記

の と、 する のと る  

要

要

要

諸要素

要

要

諸要素

諸要素

諸要素

諸要素

要素

諸要素

諸要素

11：  
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 活用 

１  方  

 本史跡を く国 に周 し、 の 史的価 を学 、 する として する 、 の

を活用の方 とする  

（１）能島城跡（ 史文化）の  

  本史跡に 上 し、 国 な海城を する と 、 上海賊 活

文化を る学 の を する  

（２） （ ）の  

  本史跡周 の 国 の を し、 上海賊 活 し 瀬戸内の を学 、

る を する 、 との を する  

（ ） 地部 の  

  本史跡を 大島 、海城としての景観な を る を する ま 、

本史跡と 地部に する関 文化財との な を し、城の成 立ち 地域の として

て 史な に て学 る を する  

（ ） 上海賊 ジ の  

  本史跡 上海賊の イ ンス る 上海賊 ジ 、出土遺物 古文書等

の 史 な を観 する と 、現地 な 学 と を する とする  

２  方法 

 本史跡を国 の として地域内 に く して く 、「 １  方 」に し 、

の活用方法を講 る ととする  

（１）能島城跡（ 史文化）を する の活用 

・能島に て 、 する 定し （ ）の 保 、 の

（ 等）を するな の 策を講 、 に本史跡 上 る にする

・能島の 郭（郭 部平 地）に て、調査 に基づ 解 イン 遺構

等を し、 本史跡の本 的価 を しく 解 る する ま 、海 部

の トに て 、 を立てる等の立 的な遺構の 能 を する

・ 崎島 上 を 定 、 の郭 （ 出 ）を

イントと 定し、 て郭 （ 崎出 ）の解

イン等を する

・ 中心とな て 調査 事業 の を し、

本史跡 の愛 事業に する 解を るとと に本史

跡の本 的価 を る の 会を 出する

・本史跡の本 的価 に て現地 内する の ン

イ の育成に る  

・ な 策と史跡景観 上の 、 を に す

る
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（２） （ ）を する の活用 

・本史跡周 を る と、 に づ て 上海賊

の 活 文化を 現地 る 、

イントを用 の活用に る

・用 に て 、 存の 等を する

と して ・ し、 に に する の

を る イント の 観 に て

、解 インの 、関 の な

の 報 を とに て、 用 の を

る

（ ） 地部 する の活用 

・大島 の水 、 、 イ山 、伯方島 の 島 ン な 本史跡を す

る と る イントを 定し、 島 の 景観を するとと に、本史跡を

して る と 、能島 上 の活 を学 、 る 周 等と

し 活用を る

・大島 地部に する周 の関 文化財を周 し、本史跡と一 的に の価 を学 る

にする と 、本史跡 地部（大島）と に関 て とを る にする

・本史跡 地域の財 として愛 て 史と、地域の 業 な の文化を し、

る な みを する

（ ） 上海賊 ジ の活用 

学校教育  

・地 の 中学校と し、本史跡の現地 学 （

） に 、 上海賊 ジ の学 を し

て、地域の 史に愛 を を てる学 の を

する

・本史跡 上海賊に関する 本を 成し、地 の 中

学校を に を ま 、学 員に る出 業

を し、本史跡 地域の 史の 解 を る
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社会教育  

・ 上海賊の を に る ト を育成 る づく を本史跡、 上海賊

ジ の講義を中心に し、 学 る を する

・ 上海賊 ジ にて、 調査の成 を ま て 内 の 新 現地 学を

て 、本史跡の価 を く ・ する

・ 上海賊 ジ て る ン ジ フ 等を して 、 なる

を て く

上海賊 ジ を基 とし 周 トの 定  

・ 上海賊 ジ を本史跡の ジ ン 的な活用 とし、本史跡 の上 のみな

、 上海賊に関 する遺跡 ス ト等を周 る トを 定し、周 する

（５）地域活 化、観 に る活用 

・日本遺 「 日本 大の海賊 の本 地 予 島－ み る

上海賊 Murakami KAIZOKU の記 －」の構成文化財の一 と

して、 と し 活用を

・ 年 11 に国土 に「 イ ト」

として 定 、しまなみ海 イ ン ロ を活用し

みを し、 上海賊 イ ン を

ジ化する と 、国内 の観 集 を する

し な イ ン 、 、能島城跡上

を観 ジし のを 事業 と し、

する  

・ と し 「しまなみジ ン」を として、

と し、日本遺 「 上海賊」の とな て る、

能島、 島、 島の の を活 し 城の 方

に て学 を する 、新 な観 学 を

し、 に 国 し 海城 る本史跡 に城の を する を する  

・ ジン 、 イ ン 、 ン 等に て日本遺 の構成文化財を一 的に周

る観 スを するな 、関 する 地域 史跡と を な 地域 を

する

・地 （ ン ）と 部 の との を 出し、 的な を と 、

の な の を る  

・ に する 入 を る 、 ン 観 イ の 成を

な 、本史跡の保存活用に する の 成を るとと に、 政 として の み を

、 の活 を支援して く

城 in _  
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 本史跡 、「 ５章 現 と課題」 し に、現地に て本史跡の本 的価 を伝 る

の ると 課題 なく、 土 の の 要 ると

課題 て る を ま 本章 、「 章 大綱・基本方針」に記 し の基

本方針に基づ 「保存の の 」と「活用の の 」に大 し、 の方 と方法に

て す  

１  方  

の基本方針  

・本史跡の保 、遺構の保護、瀬戸内の景観との調 を 、海城の を活 し本史跡の

本 的価 を に 現し を計画的に する

（１）保存の の の方  

・郭 トな の本史跡の本 的価 を な 保存する

・遺構 の となる 水 な の に て調査 を 、 要な を講 る

・郭、 、 の して る の を

・本史跡に を す 要 物 し、 な保存 を る

（２）活用の の の方  

・本史跡の に し、能島 崎島の 郭 海 部の遺構な 、本史跡の本 的価 を

すく 解なく伝 る の とする

・ に 策する と る 、 を し、 を 定する

とに て本史跡の 的 に伝 る な とする

・本史跡指定地 に て本史跡を する ス トの 定 解 イン等の を  

２  方法 

方 に基づ 、 て く保存 活用 の方法を に す  

（１）保存の の の方法 

  

・能島・ 崎島の 郭 部に て、調査に て に水

とな て る部 を 定し、 土等の地 地 に 水

を するな 、 部 の の 水 入を

に 、 部を 保護する の を

・郭Ⅱ の郭平 大 く して る に て、 土

に る ま 、 マ ト 土の 等に る現

の の を
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保  

・ ま と郭Ⅲを 遺構の土 に て 、 して る のを用 み

し等の 出 の の を

・ 部平 地の に て 、現 保存を 一に考 る 、 み し等の 要

に の海 に遺存する を保護する とを とし 法を する

保  

・ 浪等に る海 遺構の に て 、 の要 を る護 、部 、 、

法な 、 な保 方法の を 、本史跡の本 的価 る ト 海

ス の のを保 する を  

史  

・ 崎島の地蔵、 、 指定の 、 代 の 史的構 物 、本史跡の本

的価 に 関 しな し し、地 に して る構 物 、 の 価 等

に て調査を とと に、周 を 現 とする し、 新

要な に 、本史跡の本 的価 に 解を る等の 要 とな な 、 ま

等を する

・ 崎島の 物に て 、島 ち ま を のと考 、本史跡との

関 なく本 的価 に 解を て る と 、史跡 の を する

 

・ 調査に て、 郭の地 遺構を して る と

とな （ メイ ）に て 、郭の保存 に

して計画的に を 雑 に て 、 史跡景

観に を して る する

 

・本史跡の日 的な に 、定 的な ン と現

記 な を 的に ま 、 要に て現地 、定 観

真、 真 等に て を する

・ 集中 に る に る 、 に 大の を

、 を し 、 能な の を の の 法に て 、

遺構の保存 景観に し な のを 定する
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（２）活用の の の方法 

）能島の活用  

・本史跡に し 活用に する に 、能島 定的に上 る 要 、

する の 保 の 化 策 の 等を するな 、

ス を

 

・本史跡 遺構な の本 的価 を に 解して 、 調査成 に基づ て

解 インを に する

・ イン に て 、景観に し 立ちにく 、 、 とする

 

・ す 遺構に て 、 に 的に伝 る に

立 み の遺構 平 等の を

する ま 、 トに を して 能 する

等の方法 する  

 

・ に 策 る 、 調査に基づ

遺構（城内 ）の 方法を するとと に、遺

構の保護 法的に 能 、 遺構の ト

に を する ま 、 要に て の

、 等に て、史跡景観に し 再 を

とと に、 定に基づ インを する  

 

・ の を 保する 、 す の に て する を に

、遺構に を な 法・ を 用し、 と 調 し を用 る ととする

 

・ の 、四 、 ン 等の に て 、 化 、ま 、史跡景観に

し の な 、 要に て しく 再 を な 、 四 に

て 、景観に し 、 調査に基づ 物の に して 的にする と

能 な 、 、 、 インを 重に する ン に て 、景観に し 、遺

構 の を な とする

 

・城跡の構 を に 解 、海城な の し る 、ま 、 遺構 周 の

景観に しな 定 的に ・ 定等の を な 、 をする に地

域 との調 を 、 能な を構 する

愛媛県 市： 城跡  
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２ 方法



） 崎島の活用  

・ 上 する の 的な活用 定して な 、能島 島 な の イント

景観を 保 する ま 、 て る に て 、 上海賊 代の 物

との 解を な 周 を 、 の 新 に しく を するな 、

立 なくする 策を講 る

）指定地 の活用  

・本史跡 る島 の ス トに解 イン等を し、

の本史跡の本 的価 の周 に な る 的に

、大島の水 、 、 イ山 、伯方島の 島

ン な 本史跡を する と る イントを

定して る

・ 事業 、 イ ントの一 として地域 等に し

て 、本史跡に する と愛 の 成を る

・本史跡の 史 、遺構に ての 報 ンフ ト 、マ を 成し、

く 報 を ま 、 化を る と 、 国 の観 に して 報を す

る

・ 調査に て 遺構 上海賊の文化、海 の 子を現地に て 的に 解

出 る に な の ジ ン ン の を

史跡  
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章



１  ・  

１  方  

・日 的な を して の を構 する ま 、 の に 要な予 を

的に 保する

・本史跡の保存、活用、 を計画的 的に する 、本史跡の る

を とし を する

・本史跡の な保存と活用を て く に、庁内関 部局 、上 関、

等との を 化し、本史跡の 事業に 画し す を る

２  方法 

（１）保存 の  

・ 要な予 を 的に 保し、地 と し、 一 とな て本史跡の な

保存 を て く

・本史跡の 事業に て 、文化財部局のみな 、国立公 としての を 中国四国

地方 事 松山 保護 事 、ま 、まちづく 観 、 、 な に関

する、地域 課、観 課、公 地課、 課な の庁内関 部局との を

化し、 政一 とな て本史跡の な保護を る

・本史跡を に保存、活用、 して く 、 上海賊 ジ とな て調査研

究を 的に 本史跡 、 国 な海城 るとと に水中遺跡としての価

る 、 の調査研究に 、水中考古学研究の に する

・本史跡の保存、活用、 に 考古学 文 史学な の 的な を する 、

文化庁 愛媛県教育委員会 の な指 ・ を な 事業を する

（２） 画の  

・活用 に関して 、教育委員会と関 関と し、 画に る 事業の

イ ントを 画し、本史跡の と 事業の 成に る ま の に 、

な を て 的に 報 を  

・日 の な の保存 を て く に 、 政 な 、地 の

解を な をして く を構 する

・「 」を する地 、「能島の里」と 等の 、地

と して、本史跡に関する 報 イ ントの な を 的に とと に、活

の支援を て く  

・ な ン 活 し す づく に るとと に、保存 活用に

る と との を と る の育成 活 の トを と

る を構 する
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１ 方



文化庁・  

愛媛県教育委員会 

関 関 

 

関 

 

調査 関 

 

庁内関 課 

 

・  

上海賊 

ジ
 

 

 

  

学校教育 

内の学校 

地域活  

・  

ン 等 

地域 、一 、関 等 

20： 式

  

育

用

地 活  

能島城跡 保  

保存 

 

活用 
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１ 章 ・ の



１１  計画 ・  

 

１  策の内  

 本史跡 、能島 崎島と 史跡 ると に公 地化 な て る 、保存 事

業に 立 て な 調査 して て 本計画策定 、本計画 調査成

に基づ て本史跡の保存、活用を て く 要 る 本章 、本計画の大綱・基

本方針に基づ 、 章 に し 保存・活用・ ・ の方 と方法を 現する

の 計画を策定する  

 す 策として 、 事 として、 水 水 策、 保護、 （ ） の

な本史跡の存 本 的価 の保存に る る ま 、 の 本史跡の本

的価 を周 する に 要な活用に る として、解 イン の 遺構 な

の 、社会教育 の として 活用に する の フト の な を

して く 要 る  

 事業を て くに 、 の 地 関 等 な指 ・ を な

、 の 計画を策定し 策を して く  

 

２  策の ・ 計画 

 策の を 計画(2020 年 2024年 )と中 計画（2025 年 2029年 ）、

計画（2030 年 ）に し、事業の の 、予 等の に て、 し

な して く のとする  

 

（１） 策の 計画（2020年 2024 年 ） 

 して す

策に て、 計画とし

て ５年 基本

計画の策定 保存

事の 計を し

のち、 水 水 策 事

事な

の保存 を して

く のとする  

 

 

  

12： 年 計画 

２年
年

年
年

年
年

５年
年

年
年

活用事業・
学 員 内

の

基本計画策定

能島・ 崎島
事

保存 事
計

能島・ 崎島
水 策 事

保存 事
基本 計

能島
事

能島・ 崎島
地

ンフ ト等の 成、

イントの 定
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１ 策の内



（２） 策の 計画の  

 計画に 、中・ 計画として保存 を する 要な のとして、

の保護 策 事等 る 活用 、 の再 を とと に、立

・平 を 解 イン等を する と して指定地 の イント

解 イン て く ま 、 上海賊 ジ して教育 ・ 報 を

 

 の す 策の と に て、 計画として にまと る  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

13： 計画 

中

の

、 新の調

イ ント

上海賊 ジ

本史跡を る イントの 定

の

ス

解 イン

、四 、 ン な の 新、再

指定地 の活用

本史跡の解 ンフ ト 策マ の 成

ジ ン ン の 成

教育 、 報 、 ン ジ 等

ンフ ト等

史跡周
の

活用

遺構 等の遺構

イ ントの な

保存

景観・ 保 の の 、の

策

ン

の の 上な

内、 、解 インの

定と の

す 等の

郭

・ み し

保護 策 事

庁内関 課、 ン 等との

史跡の保存・活用・

・ の

史的構 物

水 水 策 事の

考

計画の策定、 計

調査・研究

基本事

基本計画、基本 計、 計

地 、文 調査な
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１１章 策の 計画の策定・

第１１章　施策の実施計画の策定・

実施



１２   

 

１  方  

 本史跡を に保存・活用・ する 、本計画の 章 10章に て、保存、活用、

、 ・ の方針 の方法を し 本史跡の な保存活用を て くに 、

の 策の 現に て、 の しの 要 等を定 的に ・評価しな 事業

を て く 要 る して、本史跡を に 世 と て く に、文化庁文化財部

記念物課 の『史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業 報告書』に る、 計画

策定（Plan） 事業 等（Do） （Check） 計画の し（Action）と

イ を基本にマネジメントを て く  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  方法 

 本史跡の経 観 ・評価 、 な に 教育委員会 、 の に基づ

事業内 、予 の しに る な 、本計画に る 、『史跡等・重要文

化的景観マネジメント支援事業 報告書』 の を とに 成し 、 の を

用 て する  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画  

計画  

21： 式
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１ 方

第１１章　施策の実施計画の策定・

実施



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画中

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

地域の イ ン の 出に して る

文化的観 として活用 て る

学 等 計画的に て る

ンフ ト等 成 活用 て る

公 に て る

上海賊 ジ の の にな て る

に て る

庁内関 課、上 関との に出 て る

周 地域 関 史跡との に出 て る

基本計画 策定 て る

に関する と

・ ・
に関する と

予 に関する と 予 保の の み る

基本計画に基づ て て る

基本計画の し て る

に て る

に の を して る

に る 指す の を 現 て る

史跡等の 現 学 的 に基づ て る

遺構等に を して な

に て、し る に基づ て て る

遺構の 化 保存 に関 る調査 て る

保存活用計画 策定 て る

保存活用計画に基づ 、保存・活用・ ・ な て る

保存に関する と

国立公 との て る

に関する と

能島城跡の本 的価 を学 解する とな て る

の文化的活 の とな て る

５ 公 、活用に関す
る と

日 的な な て る

な 等 要な部 の て る

史跡周 の 保 の に地域 との て る

、 、指針等、史跡 保 の の を定 、 して
る

日本遺 との て る

２ 計画策定等に関
る と

調査等に 史跡の価 の再 出 て る

員、庁内関 課、上 関等との に て る

史跡指定 の本 的価 に て て る

保存活用計画の し て る

策 にな て る

文化財保存活用地域計画 策定 て る

能島城跡

教育委員会 地域教育課（ 上海賊 ジ ）

考 現 、 的、成 等を記入

史跡等の

、

１ 基本 報に関する
と

史跡指定 等 に て る

史跡指定 に て る

史跡指定 現地 、 て る

て る
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１２章 経 観
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日本遺産のストーリー 

“日本最大の海賊”の本拠地：芸予諸島－よみがえる村上海賊“Murakami KAIZOKU”の記憶－ 

■瀬戸内海航路を掌握した「村上海賊」

1586年、堺を出港し、瀬戸内海を西へ航海していた宣教師ルイス・フロイスは、芸
げ い

予
よ

諸島
し ょ と う

のあ

る島に近づいた時のことを次のように記している。「その島には日本最大の海賊が住んでおり、

そこに大きい城を構え、多数の部下や地所や船舶を有し」、「強大な勢力を有していた」（『完

訳フロイス日本史』）、と。フロイスをして「日本最大」と言わしめた海賊。それが「村上海

賊」である。 

瀬戸内海を東西に分断するかのように、島々が南北に密集して連なる「芸予諸島」。一見、穏

やかに見える海況だが、狭い海峡（瀬戸）にいざ船を進めると、大潮時には高低差３ｍ以上にも

なる潮の満ち干きや、最大10ノット（時速約18 ㎞）の潮流が容赦なく襲う。古来より航海者を

悩ませてきた海の難所である。「船に乗るより潮に乗れ」。この地域に古くから受け継がれる漁

師たちの言葉がそれを物語る。 

村上海賊は、このような芸予諸島の因島
いんのしま

（広島県尾道

市）、能島
の し ま

（愛媛県今治市）、来島
く る し ま

（同）に本拠をおいた

三家からなる。同じ村上姓を名乗る三家は強い同族意識を

持ち、それぞれの領内に多くの「海
う み

城
じ ろ

」を築いた。フロイ

スが見た「大きい城」は、これらの海城である。

因島村上氏は余崎
よ ざ き

城
じょう

、美可崎
み か ざ き

城
じょう

、長崎
な が さ き

城
じょう

、青
あ お

木城
き じ ょ う

な

ど、沿岸部に海城を築き、安芸・備後国の陸地部に沿った

航路（安芸
あ き

地乗
じ の

り）を押さえた。能島村上氏は能島城を中

心に芸予諸島の中央を通過する最短航路（沖乗
お き の

り）を、来

島村上氏は来島城を中心に四国側の航路（伊予地乗り）を押さえ、三家が連携をして芸予諸島の

全域を掌握した。 

多くの海城の岩礁には、高低差のある潮の満ち引きに影響されず、いつでも船が係留できるよ

うに、陸から海に向かって柱が立ち並んでいた。また海岸部を埋め立てて平坦面を造成し、荷揚

げや海産物の加工場、造船や修理場に利用されていた。海城には海賊たちが住み込み、海戦に備

える一方で、そこを拠点として多様な海上活動に従事したのである。さらに能島城や来島城など

は、その対岸に「水場
み ず ば

」と呼ばれる海城に水や物資を供給する場を持ち、その一帯を城下町とし

て生活の本拠としていた。航路に面した前線の活動基地である「海城」と、その対岸にある集落

が一体となって、村上海賊の本拠地が形成された。南北に連なる芸予諸島の地の利を最大限に活

かし、「海城」を航路の要衝に配置することで「海の関所」とし、瀬戸内海の東西交通を支配し

たのである。 

■全盛期における村上海賊の海上活動

一般に「海賊」と聞いて思い浮かぶのは、理不尽に船を襲い金品を奪う無法者の姿。いわゆる

「パイレーツ」であろう。しかし村上海賊の海上活動の実態を正しく紐解けば、決して悪者では

村上海賊の海城・能島城と周囲の潮流

撮影者：添畑薫氏



なく、むしろ瀬戸内海交通の秩序を支える上で不可欠な存在であったことがわかる。 

村上海賊が歴史上に姿を現したのは南北朝時代である。1349 年には「野嶋」（能島村上氏）

の名が見られ、東寺領の荘園であった弓削島に入る幕府の船を警固する役割を持った勢力として

登場した。この頃には海上の小勢力の一つに過ぎなかったが、やがて因島村上氏が遣明船の警固

を守護大名から命じられるなど、村上三家は陸の勢力との結束を固め、芸予諸島を本拠に瀬戸内

海の主要な航路や港を掌握する一大勢力へと成長した。 

戦国時代、村上海賊が活躍した海戦は枚挙に暇がないが、その代表的な海戦として、村上三家

が連携をして織田信長方の船団に勝利をおさめた第一次木津
き づ

川口
が わ ぐ ち

合戦がある。中国地方の大名・

毛利輝元は、室町幕府最後の将軍・足利義昭の命を受けて、信長と対峙する石山本願寺へ兵糧を

運び込もうとする。毛利軍の主力であった村上海賊は、海の難所で培われた巧みな操船技術で敵

を取り囲み、「ほうろく火矢」という火薬を用いた武器を用いて信長方を撃破し、無事に兵糧を

運び入れることに成功した。この合戦で海賊の力を知った信長や羽柴秀吉は、海賊を味方につけ

瀬戸内海の制海権を握るべく、懐柔作戦を展開する。村上海賊の存在は、天下人や陸の大名の動

向をも左右したのである。 

 一方、平時には芸予諸島の海城を拠点に様々な海上活動を展開した。その一つが「海の安全保

障」である。芸予諸島に近づいたフロイス一行は、海賊に襲われる危険を回避し、航海の安全を

はかるため、「署名」によって瀬戸内海を自由に通行できるよう、村上海賊に好意ある寛大な処

遇を求めた。すると村上海賊は、「怪しい船に出会った時にみせるがよい」（『完訳フロイス日

本史』）と言い、紋章が入った絹の旗と署名を渡した。フロイスらが手にしたこの旗が後に「

過所
か し ょ

船旗
せ ん き

」と呼ばれる通行許可証である。村上海賊はこの旗を配布し、あるいは海賊を船に乗せ

て水先案内を行うことで、津々浦々に潜む他の海賊や航路の難所から船を守り、その対価として

通行料を徴収した。海の難所であるからこそ、この掟は重視され、大名や商人の船はこれに従う

ことで航海の安全が保障されたのである。この通行料を徴収する海の関所を「札
ふ だ

浦
う ら

」と言うが、

芸予諸島を基点として、全盛期には九州北部から畿内における航路の要港に「札浦」が設けられ

るほどに勢力を拡大した。 

また、海の安全保障者のほかに「商人」の顔も垣間見ることができる。能島城の目と鼻の先に

ある見
み

近
ち か

島
じ ま

は、商品である中国産の貿易陶磁器や備前焼を一時的に保管する物流の基地であっ

た。村上海賊が物資流通に関与することにより、その本拠地である芸予諸島には国内外の高級な

品々や優雅な文化がもたらされたのである。 

■村上海賊の生活・文化

とかく猛々しいイメージで語られる海賊であるが、大名と同じように、優雅に茶や香をたしな

む「文化人」でもあった。また高い文学の教養を持っており、それを知るものとして、大山祇
お お や ま づ み

神社
じ ん じ ゃ

(今治市大三島)に奉納された「法楽
ほ う ら く

連歌
れ ん が

」がある。神の島と呼ばれる大三島に鎮座する大山

祇神社は、その歴史は古代にさかのぼり、日本総鎮守、伊予国の一宮とされ、武功や海上交通の

安全を守る神として海賊たちの信仰を集めた。このような由緒のある神社で、村上海賊の武将た

ちは自らの思いを詠み連ね、それを奉納することで武運を祈願したのである。因島では、武運を

祈り、戦勝を祝って踊ったとされる「椋
むくの

浦
う ら

の法楽
ほ う ら く

踊
お ど

り」が現代に伝わっている。 

さらに村上海賊には「漁業者」としての顔もあった。瀬戸内海の新鮮な魚介類を獲り、時に



は、それをお歳暮として陸の大名に送り届けた。芸予諸島で食される海鮮料理「法楽焼」や「水

軍鍋」は、村上海賊時代から伝わる郷土料理とされており、豪快に盛られた海の幸に、海賊たち

の食文化を垣間見ることができる。 

 このように、村上海賊が築いた海城群、海賊たちが崇めた寺社、伝統を受け継ぐ海の文化は、

現在もこの地域に色濃く残っている。尾道・今治をつなぐ現在の芸予諸島をゆけば、瀬戸内海随

一の美しい多島海とともに、中世の瀬戸内海航路を支配し、“日本最大の海賊”と称された村上

海賊の記憶をたどることができる。 

構成文化財一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 指定等の状況 名称 所在地

1 国史跡 能島城跡 今治市

2 大三島 今治市

3 八幡山 今治市

4 波止浜 今治市

5 志島ヶ原 今治市

6-2 国重文（典籍） 大山祇神社法楽連歌 今治市

8 国重文（石造美術） 乃万地区の石塔群 今治市

9 甘崎城跡 今治市

10 今治城跡 今治市

11 県有形 別宮大山祇神社拝殿 今治市

12 幸賀屋敷跡および周辺の村上海賊関連遺跡群 今治市

13 怪島城跡 今治市

14 市天然記念物 伝村上雅房墓と禅興寺 今治市

15 市有形含む 能島村上家伝来資料群 今治市

16 市有形 光林寺文書 今治市

17 伝村上吉継墓と明光寺 今治市

18 見近島 今治市

19 伝村上義弘墓と高龍寺 今治市

20 武志（務司）城跡と中渡（中渡）城跡 今治市

21 来島城跡 今治市

22 大濱八幡大神社 今治市

23 国分山城跡 今治市

24 小湊城跡と城慶寺 今治市

国名勝

県史跡

市史跡

未指定

国宝・国重文・
国天然記念物

大山祇神社の文化財 今治市6-1

国重文(石造美術)・
市有形

7 友浦善福寺宝篋印塔および周辺の中世文化財 今治市



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．八幡山 21.来島城跡

20.武志(務司)城跡と中渡(中途)城跡 ７.友浦善福寺宝篋印塔 21.来島城跡岩礁ピット

No. 指定等の状況 名称 所在地

25 国宝 向上寺三重塔 尾道市

26 光明寺の浪分観音 尾道市

27 浄土寺宝篋印塔 尾道市

28 青木城跡 尾道市

29 青陰城跡 尾道市

30 長崎城跡 尾道市

31 県重文・市重文 因島村上家伝来資料群 尾道市

32 県無形民俗 椋浦の法楽おどり 尾道市

33 因島村上氏一族の墓地 尾道市

34 地蔵鼻（鼻の地蔵）、美可崎城跡 尾道市

35 鳴滝山城跡 尾道市

36 市名勝 白滝山（五百羅漢像） 尾道市

37 岡島城跡 尾道市

38 余崎城跡 尾道市

39 俵崎城跡 尾道市

40 百島茶臼山城跡 尾道市

41 法楽焼 今治市・尾道市

42 水軍鍋 今治市・尾道市

国重文

県史跡

市史跡

国登録記念物
（名勝地）

43 瓢箪島 今治市・尾道市

未指定



構成文化財位置図 
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